
1 

2023-9-15 社会保障審議会介護給付費分科会（第224回） 

 

○奥山総括調整官 定刻になりましたので、第224回「社会保障審議会介護給付費分科会」

を開催いたします。 

 委員の皆様方におかれましては、お忙しい中、御出席賜りまして、誠にありがとうござ

います。 

 本日は、これまで同様、オンライン会議にて開催いたします。また、本会議は、動画配

信システムでのライブ配信により公開いたします。 

 まず、委員の出席状況ですが、大石、奥塚委員より、御欠席の連絡をいただいておりま

す。 

 また、御欠席の大石委員に代わり、新田参考人に御出席いただいております。 

 以上により、本日は22名の委員に御出席いただいておりますので、社会保障審議会介護

給付費分科会として成立することを御報告いたします。 

 なお、長内委員が公務の御都合上、途中で御退席なさる予定です。 

 それでは、議事に入る前に、資料の確認とオンライン会議の運営方法の確認をさせてい

ただきます。 

 本日は、事前に送付しております資料を御覧ください。同様の資料をホームページに掲

載しております。 

 次に、オンライン会議の運営方法でございます。会議の進行中は、基本的に皆様のマイ

クをミュートにしていただきます。御発言をされる際には、Zoomツールバーの「リアクシ

ョン」から「手を挙げる」をクリックし、分科会長の御指名を受けてから、マイクのミュ

ートを解除して御発言いただくようお願いいたします。御発言が終わりました後は、再度

マイクをミュートにしていただきますようお願いいたします。 

 それでは、以降の進行は田辺分科会長にお願いいたします。よろしくお願いいたします。 

○田辺分科会長 それでは、議事次第に沿って進めさせていただきます。 

 本日は、「令和６年度介護報酬改定に向けて」、それから「今後の新型コロナウイルス

感染症の退院患者受入に係る特例的な評価」について議論を行います。 

 事務局におかれましては、資料説明を簡潔に行っていただきますよう御協力のほうをお

願いいたします。 

 まず、議題１「令和６年度介護報酬改定に向けて」について、事務局のほうより資料説

明をお願いいたします。では、よろしくお願いいたします。 

○和田認知症施策・地域介護推進課長 認知症施策・地域介護推進課長でございます。 

 資料１「感染症への対応力強化」から御説明させていただきます。 

 資料のほうをおめくりくださいませ。感染症や災害への対応力強化に関連する意見でご

ざいます。令和３年度の介護報酬改定の審議報告、こちらはコロナの最中に行われた改定

でございますので、感染症や災害への対応力強化の御意見をいただいております。令和６
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年度の同時報酬改定に向けた意見交換会においても、高齢者施設や障害者施設等における

医療・介護の観点から御意見を各種いただいているところでございます。 

 そういった御意見をいただきながら、令和３年度の介護報酬改定の内容でございます。 

 資料８ページのほうに行かせていただきます。感染症対策の強化ということで、３年度

の改定では、介護サービス事業者に、感染症の発生及びまん延等に関する取組の徹底を求

める観点から、現行の委員会の開催、指針の整備、研修の実施等に加えまして、訓練等の

実施、その他の各種の取組につきまして義務づけということを行わせていただきます。た

だ、その際、３年の経過措置期間を設けることとするという改正を行わせていただいてお

ります。 

 また、９ページでございますが、業務継続に向けた取組の強化ということで、BCPのガイ

ドラインも作成させていただいており、これについても義務づけつつ、経過措置を設ける

こととするという改正をさせていただいております。 

 また、通所系サービスでございます。10ページでございますけれども、感染症や災害の

影響により利用者数が減少した場合には、状況に即した安定的なサービス提供を可能とす

る観点から、報酬区分の決定に当たりまして、利用者数の減が生じた月の実績を基礎とす

ることとしつつ、前年度の平均延べ利用者数から５％以上減少している場合には、３％の

加算を行うといった特例を設けさせていただいたところでございます。こちらが行われた

改正の内容でございます。 

 13ページに行かせていただきます。感染症対策等に係る基準における規定の例というこ

とで、施設サービス、通所系・居住系、訪問系サービス等における基準の例を出させてい

ただいております。 

 14ページ以降、直近での感染報告数をお示しさせていただいております。最近でも、ま

た少し感染者数の増が見られるような状況となってございます。 

 17ページでございます。そうした高齢者施設に対する支援をまとめさせていただいてお

りまして、平時からの対策、感染者が発生した場合の支援、退院患者の受入れに係る対応、

その他という取組をまとめさせていただいているところでございます。 

 こうした取組につきまして、18ページでございますけれども、感染症法上の位置づけ変

更が５月にございましたので、その位置づけの変更後の取組ということを18ページにまと

めさせていただいております。 

 19ページ、10月以降の見直しに関する基本的な考え方をお示しさせていただいておりま

す。９月までをめどとし、感染拡大への対応や医療提供体制の状況の検証の結果に基づい

て、必要な見直しを行うこととしておりましたので、10月以降の見直しの基本的な考え方

につきまして、10月以降、冬の感染拡大に備えた重点的・集中的な入院体制の確保等を行

うということ。そして、４月以降は通常の対応へと移行していくということを考え方とし

てお示しさせていただいております。 

 20ページ、高齢者施設等への支援の状況、10月以降の取扱いをまとめさせていただいて
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おります。現行でも、新型コロナ感染症の流行時はもとより、感染が落ち着いている状況

においても、施設内療養が一定程度行われている現状に鑑みまして、施設内療養や医療機

関から受け入れる施設への支援について、一部要件や金額等を見直した上で継続してはど

うかという考え方を示させていただいております。 

 例えばかかり増し経費の補助につきまして、10月以降の対応について、１人当たりの補

助上限を4000円／日額とすることでございますとか、施設内療養の補助単価につきまして、

１人当たり１万円を5000円／日に見直すということでございますとか、クラスターの発生

人数について見直させていただくということをお示しさせていただいております。 

 この受入れの場合の加算につきましては、本日の議題７において再度お諮りさせていた

だきますというのが、まとめさせていただいた状況でございます。 

 その他、現状の感染症対策の取組を21ページ以降、まとめておりまして、例えば令和３

年３月に「感染対策の手引き」の第２版をお示しさせていただいているということ。現在、

これは改定の作業中でございますといったこととか、22ページ以降、e-ラーニングにおけ

る業務継続の支援のための研修の実施。 

 また、23ページ、研修の支援の事業。 

 24ページ、感染下での面会の再開に関する動画・リーフレットを示させていただいてお

ります。 

 26ページでございます。感染制御・業務継続の支援のための体制整備等についてという

ことで、そういった体制整備のための支援チームを編成して支援を行っているということ

でございますとか、研修の実施、支援策の活用による人材の確保等を行っているという取

組をまとめさせていただいております。 

 27ページ、高齢者施設における医療機関との連携についても随時の対応を行ってきてお

りまして、23年３月に93％の高齢者施設等が対応する医療機関を確保していることを確認

させていただいたということで、その直近の数字を28ページ、29ページとお示ししており

ます。 

 こうしたことを踏まえまして、30ページがこのサービス提供体制確保事業の一覧をお示

ししております。 

 31ページに支援の現状、先ほどの見直し前の数字でございますが、補助の状況と追加補

助の状況、対象サービスの一覧についてお示しさせていただいております。 

 そうした考え方を32ページに改めて５月８日以降の取扱いを一旦まとめまして、さらに

その後の取扱いを検討ということでお示しさせていただいております。 

 33ページ以降、今後の受入れに関する更なる取組というところでございますけれども、

退院基準を満たした患者の受入れに協力する老人保健施設に関する情報を、自治体を通じ

て医療機関に提供する取組等を実施させていただいております。 

 また、34ページに、この特例的な対応の一覧をまとめさせていただいておりまして、介

護医療院、介護老人保健施設、特別養護老人ホームにおける特例の状況をお示しさせてい
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ただいております。こうした特例等の活用の状況につきまして、令和３年度に老健事業を

実施しておりまして、３％の特例の適用の状況といった各種の取組につきまして、まとめ

させていただいているところでございます。 

 36ページ、交付金、37ページ、支援確保基金、これら現状の取組は割愛させていただき

ます。 

 39ページ以降、一般的な感染症の対応力向上の取組ということをまとめさせていただい

ております。ゾーニング、もしくは換気の徹底、マスクの着用等々といった共通している

部分をまとめさせていただいておりまして、それらの取組の実施状況について、令和３年

度の取組としてまとめております。 

 また、41ページ以降は、加算の新設、感染防止加算の見直しといったことについて、行

われたことをまとめております。 

 43ページ、感染症法の改正というのが前臨時国会で成立しておりまして、６年１月１日

から施行されます。この改正によりまして、協力医療機関の確保ということが義務づけら

れておりますので、それらに基づきまして、44ページ、45ページでございますけれども、

都道府県における予防計画の記載事項を充実したこと、都道府県と医療機関で協定を結ん

でいただくという取組について進めているということの御紹介でございます。 

 46ページ、療養者等への対応の強化。 

 47ページで、連携協議会を設けているということでございます。 

 こうしたことを踏まえまして、51ページ、現状と課題は今の説明をまとめさせていただ

いておりまして、論点でございます。今般の新型コロナウイルス感染症における経験を生

かし、平時への移行を進める中で、今後も各サービスにおける感染症対応力をさらに強化

し、介護サービスを安定的・継続的に提供していくための方策について、現在の各種支援

や臨時的取扱いの在り方も含め、どのように考えるかという論点とさせていただいており

ます。 

 以上でございます。 

○峰村高齢者支援課長 続きまして、高齢者支援課長でございます。 

 資料２「業務継続に向けた取組の強化等」でございます。こちらでは、自然災害への対

応と感染症対策を含めたBCPの策定等についてまとめてございます。 

 資料３ページからでございます。自然災害につきまして、基準省令において、訪問系等

サービスを除いた施設サービス等で、計画の策定、体制の整備、訓練等を義務づけてござ

います。 

 また、訓練の実施に当たって、地域住民との連携について努力義務としてございます。 

 ４ページは、災害時において人員基準等の臨時的な取扱いをまとめたものでございまし

て、５ページ、平成30年度以降の災害について、臨時的取扱いを示した災害をまとめてご

ざいます。先週末の台風についても同様の取扱いをしてございます。 

 また、６ページからでございますが、こちらは被災した高齢者の早期の状態把握等の支
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援のための事業でございます。 

 ７ページは、被災した施設の災害復旧費の補助金。 

 それから、８ページは、設備の復旧費の補助金でございます。復旧費につきましては、

最近では専ら補正予算での対応としてきているところでございます。 

 ９ページは、通常予算でございますけれども、高齢者施設等の防災・減災対策を推進す

るための予算となってございます。 

 また、10ページは、国土強靱化対策の一環としまして、御覧の４つの対策につきまして

は、令和３年度から５か年かけて重点的に整備するということになってございます。 

 11ページは、地域医療介護総合確保基金の内容でございますけれども、こちらについて

は、広域型施設の財源については地方公共団体に税源移譲しておりますので、基本的には

対象外となるものですが、災害対策の重要性に鑑みまして、災害レッドゾーンに立地する

施設につきましては、移転建替えに係る整備費を支援するというふうに令和４年度に制度

が創設されました。 

 また、12ページは、同様に災害イエローゾーンに立地する施設につきましても、一定の

条件の下で支援できるというふうに令和５年度、今年度に創設されております。 

 また、13ページは、災害情報の共有システムということで、令和３年９月から運用開始

されておりまして、介護施設における被災情報が国・都道府県・政令市で見られるように

なってございますけれども、こちら、今年度改修を行いまして、全市町村で確認できるよ

うに実施する予定でございます。 

 14ページは、業務継続計画ということでございます。こちら、感染症対策も含めまして、

BCPを策定することや、研修の実施、訓練の実施等を、前回の改定において義務づけており

ます。ただし、今年度末までは経過措置期間となってございます。 

 15ページは、そうしたBCPの策定の支援も可能となっています支援事業の内容でござい

ます。 

 次ページ以降は、前回改定の内容でございますけれども、17ページにありますようなBCP

の策定に向けたガイドラインなどを示して支援しているところでございます。 

 21ページは、関連する意見の内容でございます。 

 22ページ以降、令和３年度の調査の結果になりますけれども、業務継続計画の策定状況

ということでございまして、令和３年度時点においては、感染症についても、自然災害に

ついても、２割以上のところがまだ策定するめどが立っていないと伺ってございました。 

 こちらの直近の状況について、今年の７月下旬から８月上旬について調査を行っており

ます改定検証について、来週行います委員会で詳細を提示する予定となってございますけ

れども、現時点での概要を申し上げますと、計画の策定中というところも含めますと、８

割以上のところで対応しているという状況でございます。策定中であっても、６か月以内

ではほとんどの事業所が策定を完了しておりますので、今年度末までには多くの事業所の

ほうで対応が完了できると見込んでございます。 
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 また、23ページは、策定が困難な理由ということで、こちらは感染症BCPですけれども、

策定の進め方が分からないとか検討時間がないという回答が多くなっていますけれども、

こちらについても、直近の調査では、策定の進め方が分からないというのは大きく減って

おりまして、むしろ検討時間がないからという理由が多くなってございます。 

 24ページのほうも、ほぼ同様の傾向でございます。 

 25ページは、防災訓練に地域住民が参加している割合について聞いたものでございまし

て、9.2％というところでございます。 

 それから、27ページにつきましては、介護保険事業計画の策定内容にBCP策定の義務化に

ついて導入することを、今回示してございます。 

 28ページは、先ほど申しました改定検証の内容になります。 

 30ページ、31ページは、現状と課題。 

 それから、31ページのほうで論点を示してございます。 

 各事業所において災害や感染症が発生した場合でも、業務を継続していくための業務継

続計画の策定、見直しを確実に進めていくという観点から、どのような方策が考えられる

か。 

 また、非常災害対策が求められる介護サービス事業者を対象に、訓練の実施に当たって

地域住民の参加を推進するため、どのような方策が考えられるかとさせていただいており

ます。どうぞよろしくお願いいたします。 

○古元老人保健課長 続きまして、資料３に基づきまして「口腔・栄養」について御説明

申し上げます。 

 まず、４ページにございますとおり、口腔関連については様々な加算を設けてございま

す。 

 同様に５ページ目、栄養関連の加算も様々設けられているところでございまして、６ペ

ージ及び７ページにその算定状況をお示ししてございます。 

 ８ページでございます。前回の介護報酬改定におきまして、リハビリテーション・栄養・

口腔の取組を一体となって運用するとの方針をお示ししております。 

 併せまして、９ページに実施計画書についても提示しているところでございます。 

 10ページ目から13ページ目にかけましては、これまでの介護報酬における口腔及び栄養

関連加算の累次の取組をまとめた資料でございます。 

 続きまして、15ページ目からが前回の介護報酬改定における取組でございます。 

 主立ったものとしては、16ページでございます。リハビリテーション・機能訓練、口腔・

栄養の取組を一体的に運用し、自立支援・重度化防止を効果的に進めるという観点からの

見直しが行われました。 

 その他詳細については割愛させていただきまして、25ページでございます。ここからが

口腔・栄養に関する各種意見でございます。前回の改定の審議報告をはじめ、こちらに列

挙しております様々な報告の中で、いずれもリハ・口腔・栄養の連携・推進がうたわれて
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ございます。 

 続きまして、31ページからが直近の様々なデータを御用意いたしております。 

 まず、8020達成者につきましては51.6％ということで、前回、平成28年の調査結果と同

程度でございます。 

 また、32ページ、介護における歯科専門職種の就業者数でございますが、記載のとおり、

介護保険施設への就業人数はいまだ少ないといった状況でございます。 

 33ページ、こうした中でございますので、歯科医療機関と介護の連携が非常に重要であ

るということをお示ししてございます。 

 34ページでございます。利用者の口腔に関する情報提供を行った介護支援専門員が約３

割、また介護支援専門員から情報提供を依頼した場合に、実際に提供を受けた割合は約５

割であったといった実態が示されてございます。 

 35ページでございます。歯科医療や口腔管理が必要である高齢者は64.3％であった一方、

実際に過去１年に歯科を受診していた方が2.4％であったといったデータをお示ししてご

ざいます。 

 併せまして、36ページ、同様に歯周病の管理が必要と判断された方と、実際に歯科治療

を受けられた方の間に大きな開きがあるといったデータがございます。 

 37ページでございます。介護保険施設入所者のうち、例えば一定割合の方に上顎の義歯

に問題があるなどの問題点があるといった状況。 

 また、38ページ、居住系サービス利用者におきましても、利用者の66.7％に歯科治療の

必要性があるといった状況をお示ししてございます。いずれにしても、歯科口腔のニーズ

が非常に高いといったデータだと思います。 

 39ページは、歯科訪問診療を実施したきっかけでございます。御家族などからの依頼、

またケアマネジャー、さらには介護保険施設からの紹介といったところが大きな割合を占

めてございます。 

 40ページ、介護保険施設に歯科衛生士が常勤または非常勤でいる割合は非常に低いとい

った状況でございます。 

 41ページでございます。前回の改定におきまして、口腔衛生の管理の計画の立案を求め

ているところでございまして、おおむね８割から９割程度の施設で策定が行われる、もし

くは策定を立案する予定であるといったデータとなってございます。 

 また、42ページ、協力医療機関との連携による入所者への効果につきましては、施設種

別を問わず、口腔衛生状態の改善及び肺炎予防といった割合が多うございました。 

 43ページ、歯科衛生士から介護職員、また介護職員が歯科衛生士に関する相談などとい

ったものが増加したといった内容について、詳細を調査したものでございます。 

 44ページは、介護老人福祉施設を対象といたしまして、口腔衛生管理加算の対象と判断

した利用者について、算定されていない利用者の割合が27.2％であったということ。 

 45ページでございます。こちらは居住系サービスでございますけれども、利用者の54％
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が定期的な口腔アセスメント及び衛生士による口腔衛生管理を受けていなかった。 

 また、46ページ、通所サービスにおきましても、様々、口腔に課題のある方が多くいら

っしゃるといったデータでございます。 

 47ページ、通所サービスにおける口腔・栄養関連の加算の効果でございますけれども、

いずれにしましても、利用者の誤嚥性肺炎の予防の効果が高かったということでございま

す。 

 48ページは、栄養関係の様々な連携に係る報酬上の評価をまとめたものでございます。 

 50ページに参りますと、これは診療報酬改定でこういった加算が設けられているといっ

た御紹介でございまして、51ページがこの加算の算定状況でございますが、必ずしも多く

ないといった状況でございます。 

 また、52ページ、管理栄養士の配置については、増加しているといったトレンドがござ

いまして、53ページでございますが、管理栄養士の人員配置については、栄養マネジメン

ト強化体制加算の要件を満たしているところにつきまして、80％程度であるといったこと

でございます。 

 54ページでありますけれども、低栄養のおそれありといった状況の方が多くいらっしゃ

る。特に、要介護度が高くなるにつれまして、低栄養もしくは低栄養のおそれがあるとい

った方の割合が多くなってございます。 

 最後、56ページでございます。先ほど御説明申し上げました一体的な実施計画書につい

ては、必ずしもその利用が伸びていないといったことで、別の様式で運用されているよう

なケースがあるといったことでございます。 

 こういった現状を踏まえまして、論点、60ページでございます。 

 まず、口腔につきましては、歯科専門職と多職種の連携をさらに促し、必要に応じて利

用者に口腔に係る管理や歯科治療を提供するために、どのような方策が考えられるか。 

 また、栄養につきましては、栄養管理の必要な利用者が、在宅・高齢者施設・医療機関

のいずれの場においても必要なケアを受けることができるよう、医療機関の連携を充実さ

せるなどの観点から、どのような方策が考えられるか。 

 そして、リハ・口腔・栄養に関しましては、その一体的な取組をさらに推進するため、

どのような方策が考えられるか。 

 以上でございます。 

 続きまして、資料４に基づきまして、「制度の安定性・持続可能性の確保」について御

説明を申し上げます。 

 まず、１点目の論点、２ページ目でございます。報酬体系の簡素化について御説明申し

上げます。 

 ３ページを御覧いただきますと、診療報酬の加算やコード数は、介護保険制度施行当初

と比べて増加しているといったことを、まずお示ししてございます。 

 また、４ページ目、令和３年度から４年度の平均算定率が80％を超える加算は12種類、
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延べ54種類となっている。まずは、データをお示ししてございます。 

 他方、５ページに記載してございます、それぞれの加算につきましては、算定実績がな

い、もしくは年間の平均算定率が１％未満ということで、加算の算定の状況が低いといっ

たものを列挙してございます。 

 ６ページ目、こちらは処遇改善に係る加算でございますけれども、累次の取組を経まし

て、現在、こういった３段階の加算の構造となってございます。 

 ８ページ目が主な御意見でございますが、その負担軽減等の観点から、簡素化について

引き続き検討といった宿題をいただいております。 

 また、加算制度の一本化、処遇改善については、そういったことも御意見としていただ

いているところでございます。 

 ここで11ページ目を御覧ください。前回の改定では、報酬体系の簡素化、事務負担軽減

の観点から、一部の加算の算定要件については、基本報酬の算定要件にしたといった取扱

いがございました。 

 また、13ページにございますとおり、療養通所介護については、包括報酬とした。 

 14ページにございますとおり、算定実績を踏まえ、一部の加算については廃止したとい

った取組を行いました。 

 16ページ、論点でございます。利用者への分かりやすさを実現し、介護サービス事業所

等における負担を軽減する観点から、令和３年度改定における対応や審議報告などを踏ま

え、報酬体系の簡素化について、どのような方策が考えられるか。 

 続きまして、17ページから多床室についてでございます。 

 18ページ、御覧ください。こちらが概要になります。平成17年10月より在宅と施設の利

用者負担の公平性の観点から、個室は光熱水費及び室料、多床室は光熱水費を居住費とし

て負担することとされております。また、平成27年度からは、介護老人福祉施設につきま

して、死亡退所も多いなど、事実上の生活の場として選択されていることから、一定の所

得を有する入所者からは室料の負担を求めることとしたと、これがこれまでの経緯でござ

います。 

 19ページが補足給付の仕組み。 

 また、20ページが介護保険３施設における入所者・退所者の状況をお示ししたデータで

ございます。 

 23ページにございますとおり、昨年12月の介護保険部会及び本年６月の基本方針におき

まして、この多床室の室料負担について検討を行い、今年中に一定の結論を得るといった

ことでございます。 

 26ページ、論点でございます。介護老人保健施設及び介護医療院の多床室の室料負担の

導入について、在宅でサービスを受ける者との負担の公平性、各施設の機能や利用実態等

を踏まえ、どのように考えるか。 

 以上でございます。 
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○峰村高齢者支援課長 続いて、高齢者支援課長でございます。 

 資料５「高齢者虐待の防止／介護現場における安全性の確保、リスクマネジメント」に

ついて御説明申し上げます。 

 資料の３ページからでございます。高齢者虐待の防止ということでございます。高齢者

虐待防止法の概要が３ページ。 

 それから、４ページが、高齢者権利擁護等推進事業の概要でございます。 

 ５ページは、法制定時に合わせてつくりました、国のマニュアルでございます。直近で

は、令和５年３月に改定を行ってございます。 

 ６ページは、高齢者虐待防止法に基づく対応状況に関する調査の結果でございまして、

近年、相談・通報や虐待判断件数は高止まりしているという状況でございます。 

 ７ページは、虐待の状況について、サービス類型ごとに件数を並べておりますけれども、

サービス種類別にかかわらず、一定数発生している状況でございます。 

 ８ページ、前回改定時において虐待防止規定の創設を行いました。全てのサービス事業

者を対象に、虐待の発生、再発防止のための委員会の開催、指針の整備等々を義務づけて

ございます。こちらについても、来年度末までが経過措置となってございます。 

 ９ページは、その体制整備の状況、こちらは令和３年度の調査の結果でございますけれ

ども、長期入所・入居とか一時的な入所を伴うサービスにおいて、高い割合で整備が進ん

でいるところでございます。 

 10ページが、身体拘束等の適正化の推進になります。身体拘束の禁止につきましては、

平成12年に居住系・施設系サービスで規定が設けられまして、平成18年に施設系で減算措

置が設けられました。こちら、30年の改定の資料ですけれども、そのときは居住系・施設

系を含めて、１日10％の減算という措置や、委員会を３か月に１回以上、開催するといっ

たことが盛り込まれてございます。 

 11ページは、そうした取組の概要でございます。 

 12ページは、身体拘束の発生状況ということで、近年、２割から３割の間で、適正な手

続を経ていない身体拘束の実例があるということでございます。 

 13ページは、体制整備の状況ということで、おおむね８割から９割程度、整備がなされ

ているという状況でございます。 

 15ページ以降、介護現場の安全性の確保、リスクマネジメントに関するものでございま

す。介護保険施設において安全管理体制に関する基準というものを定めておりまして、事

故の発生・再発防止措置を講ずることや、事故発生時の対応について定めてございます。 

 16ページが、その規定のサービスごとの状況でございますけれども、事故発生時の対応

につきましては、各施設系・居住系サービスの基準で定められておりますし、すみません、

資料には書かれてございませんが、訪問・通所系のサービスでも、事故発生時の対応につ

いては基準が定められております。ただし、事故発生の防止措置につきましては、介護保

険施設のみ規定がございます。 
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 17ページは、事故の報告様式について、課長通知で具体的にお示ししているものでござ

います。 

 18ページは、事故報告の様式として、国が示している様式でございます。 

 19ページは、平成18年につくったものですけれども、平成25年にも改定しております。

特養における介護事故予防ガイドラインというものを策定してございます。 

 それから、20ページでございます。こちらも前回改定で新たに盛り込まれた内容ですが、

事故防止のために担当者を設置すること。また、安全管理体制を未実施の場合の減算措置

が盛り込まれたこと。また、外部の研修を受けた担当者が配置されるなど、安全対策を講

じている場合には、加算措置が設けられている状況でございます。 

 21ページは、安全体制未実施減算の算定状況。 

 22ページは、加算のほうの算定状況になります。 

 23ページからは、体制整備の状況についてまとめたものでございます。 

 24ページも同様でございます。 

 25ページは、国が示している事故報告標準様式を、自治体でどのように活用しているか

ということで、64.5％が活用しているわけですが、別途定めた様式を使用しているのが２

割、定めていないのが15％程度ございます。 

 それから、26ページが、報告する介護事故の範囲について、定めているかどうかを市町

村に聞いたものでございますが、定めている市区町村は73.2％。その具体的な内容につい

ては、多くは国が示しているものと同様でございますが、その他というものも結構な割合

であるということでございます。 

 また、27ページは、事故報告の方法についても聞いております。電子メールも一定数ご

ざいますけれども、電話、郵送、ファクス、窓口、手渡しというものも一定数あるという

ことでございます。 

 28ページ、市区町村における事故情報の集計・分析・活用の状況でございます。単純集

計しているというのが約６割ございますが、集計・分析を行っていないというのも27.8％

ございました。また、活用については、一定活用するというのが５割程度ありますけれど

も、活用していないというのも27.2％ありました。 

 また、29ページにつきましては、施設側に聞いたものでございますけれども、市区町村

からの何らかの支援については、得ていないと回答した施設が約６割あった。また、市町

村から得られると有用な支援について、他施設での再発防止策に関する事例・取組等の情

報提供というのが約６割あったということでございます。 

 30ページは、今年度の老健事業におきまして、自治体に対するヒアリングとか、事故報

告の電子化・オンラインに向けた課題整理、あるいは報告様式の改定案の作成等に取り組

んでいるところでございます。 

 31ページは、現状の事故報告の仕組みの全体像をまとめたものでございます。国への報

告については、任意という状況でございます。 
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 32ページ、33ページは、医療のほうの事故収集とか活用の仕組みについての情報、参考

でございます。 

 また、34、35ページは、保育園や幼稚園における事故報告の流れについて、御参考まで

にお示ししているものでございます。 

 37ページからは、前回改定の内容。 

 また、40ページ、41ページは、関係する意見でございます。 

 最後、44ページに、高齢者虐待防止に係る論点をお示ししてございます。高齢者虐待を

めぐる状況を踏まえ、高齢者虐待防止対策を促進する方策として、どのようなことが考え

られるかとしております。 

 また、介護現場における安全性の確保に係る論点としまして、46ページでございます。

介護現場の安全性の確保について、事故の発生予防・再発防止の推進の観点から、事故情

報の一元的な収集・分析・活用や、介護保険施設以外の介護サービスにおける事故防止対

策のために、どのような報告が考えられるかとしてございます。 

 以上でございます。 

○古元老人保健課長 それでは、資料６に基づきまして、「地域区分」について御説明申

し上げます。老人保健課長でございます。 

 まず、資料の３ページが介護報酬における地域区分についての考え方を整理した資料で

ございます。 

 これに基づきまして、４ページに記載のとおり、各自治体が地域区分ごとに分類されて

いるといった状況でございます。 

 ５ページ目が、級地の設定状況についてでございます。おおむねの自治体におかれまし

ては、公務員の地域手当に準拠した形で、この級地が設定されておりますが、累次のこの

分科会での協議を経まして、様々なルールを適用している自治体がございます。本来の級

地よりも引上げ、及び引下げ、その双方が存在しているといった状況でございます。 

 ７ページが、前回の介護報酬改定に適用された地域区分に関する特例を２つお示しして

ございます。 

 また、９ページ目、前回の審議報告等におきましても、その在り方について、引き続き

検討といった宿題をいただいてございます。 

 そこで、12ページが論点でございます。 

 令和６年度介護報酬改定における地域区分の級地の設定に当たっては、財政中立の原則

の下、以下の方向性を前提として、自治体の準備期間を考慮し、まずは対象地域の意向を

確認することとしてはどうか。 

 そちらに記載のとおりでございますけれども、主立ったところを御説明申し上げますと、

現行において経過措置を適用する自治体に対しては、当該経過措置を継続するか、または

終了するかの意向を踏まえ、必要に応じ、引上げ、引下げを認めることとしてはどうか。 

 また、公平性を欠く状況にあると考えられる自治体を対象として、引上げ、または引下
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げを認めることとしてはどうか。具体的には、令和３年度報酬改定において採用された特

例を継続して設定しつつ、新たに下に記載のマル１、マル２のいずれかに該当する自治体

を対象として、地域区分の引上げ、または引下げができることとしてはどうか。 

 その新たな内容につきましては、15ページに図示してございますので、そちらを御覧い

ただければと思います。 

 資料の説明は以上となります。どうぞよろしくお願い申し上げます。 

○田辺分科会長 御説明ありがとうございました。 

 それでは、ただいま説明のありました事項について、御意見、御質問等ございましたら、

よろしくお願いいたします。各委員におかれましては、御発言は論点に沿って簡潔に行っ

ていただくよう御協力のほう、お願い申し上げます。 

 それでは、よろしくお願いいたします。 

 長内委員、よろしくお願いいたします。 

○長内委員 分科会長、どうもありがとうございます。 

 まず、感染症への対応力強化についてです。この５月に新型コロナウイルス感染症の感

染症法上の位置づけが５類へと変更されましたが、依然としてコロナ新患患者の報告数は

週ごとに増加しており、今後も介護サービス事業所に影響を与えると考えております。 

 介護報酬においても、５類変更後に臨時的な取扱いの見直しが行われましたが、その後

の取扱いについては検討することとされており、特例的な取扱いの期限が示されていない

という現状があります。事業者からは、特例的な取扱いの期限が示されない状況にあると、

経営の見通しが立たず、長期的に安定した介護サービスを提供するに当たって支障がある

といった声をいただいています。そういった点からも、引き続き必要な支援を行っていた

だくとともに、特例的な取扱いの期限を早期に示していただくようお願いしたいと思いま

す。 

 もう一点は、コロナ禍の経験から、通所や訪問介護を持たない施設は、施設内の介護者

の感染が拡がっても、どこにも相談ができずに孤立しかねないといった状況も聞いており

ます。市直営の施設を持っていないため、次の感染拡大に備え、どのような支援ができる

のか、今、事業者と一緒に、検討しているところです。 

 また、コロナ禍で以前、通所介護事業者が利用者に訪問しても良いといった通知を出し

ていただき、在宅で何とか乗り切ったというケースもあります。次期改定に向けては、通

所と訪問事業の複合型が創設される動きもあるようですので、この点では大変安心できる

事業であると思います。 

 ただ、今後検討していきたいのは、単独の介護老人福祉施設や、系列母体を持たない事

業者の支援の在り方です。これは保険者としても、皆さんと一緒に考えていきたいと思い

ます。 

 以上でございます。どうもありがとうございました。 

○田辺分科会長 ありがとうございました。 
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 それでは、𠮷森委員、よろしくお願いいたします。 

○𠮷森委員 ありがとうございます。 

 何点か意見を申し上げたいと思います。 

 まず、資料１でございますけれども、50ページから51ページに、現状、課題及び論点と

してまとめられていますとおり、高齢者施設などにおける感染症対応力の在り方について、

今回の新型コロナの対応をめぐっては、病床逼迫等により、やむを得ず施設内での療養を

行う事例が多数生じたほか、高齢者がコロナに罹患して入院した後、回復してもなかなか

施設に戻れないなど、高齢者施設における感染症対応力の課題が浮き彫りになりました。

今後も新型コロナウイルス感染症が発生するリスクを踏まえますれば、現在特例的な措置

として行われている支援や取扱いの実績について、しっかりと検証し、必要性や効率性を

勘案した上で見直し、平時からの感染症対策として取り組む必要があるのではないかと思

っております。 

 また、その際、資料２の14ページにございますようなBCPの着実な履行が要になると考え

ております。自治体や地域の医療関係者など、今回の新型コロナ対応の知見を持つ医療・

介護関係者にも御参画いただき、現実に即した業務継続計画の見直し、取組の強化を行っ

ていくべきだと考えております。より合理的、かつ地域の実情を踏まえたBCPの策定を行う

ことで、例えば訓練の実施などにおいても、地域住民の参加が促進されるのではないかと

思っております。 

 次に、資料３でございますけれども、QOLの実現には、質の高い口腔管理・栄養管理が必

須であり、ICTなどテクノロジーを活用した情報連携をはじめとして、柔軟な多職種連携を

可能にしていく必要があると考えております。 

 関連しまして、資料４の報酬体系の簡素化についても、介護DX化の一環として、事務手

続や添付書類について、大量の紙を打ち出して見比べつつ行うといった煩雑な作業が必要

ないように、申請の際、事業所の名称などの基礎情報が自動で入力される機能の搭載など

のデジタル化の促進による事務負担軽減に資するような効率化・省力化を推進していくべ

きだと思います。 

 次に、同じ資料の多床室の室料負担については、全体的に３施設の入所者の医療区分が

上がる中で、リハビリテーションや口腔衛生の取組を通じ、入所者の生活の質を高めよう

としている現状はあると見てとっております。20ページの３施設の入所者・退所者の状況

と併せて考えますと、特養以外の２施設も一定の事実上の生活の場と考えられる現象が見

られるのではないでしょうか。令和６年診療報酬改定に向けて、介護老人保健施設及び介

護医療院が生活の場なのか、医療の場なのか。その機能、運営実態、また入所されている

方の特徴などに基づいて、介護報酬も判断基準を整理し、明確にした上で、室料負担の在

り方について検討を深めていくべきだと考えております。 

 資料５ですが、高齢者虐待に関する痛ましいニュースを最近、目にする機会が増えてお

ります。ゆゆしき問題であるという一方で、これまで明らかになりにくかった部分に光が
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当たりやすくなったということでもあるかと考えております。これらの事案を踏まえ、介

護事故の件も併せて、実際に発生した事例の収集・分析を通じ、安全管理体制の在り方な

どを検証し、同様の事例が繰り返されることのないよう、国による事故情報の一元管理や

情報連携の在り方などの検討を深め、介護現場の環境の整備を図っていくべきだと思って

おります。 

 以上でございます。 

○田辺分科会長 ありがとうございました。 

 それでは、野村委員、よろしくお願いいたします。 

○野村委員 ありがとうございます。 

 今回は、口腔・栄養の第１ラウンドであり、資料３に沿って、論点も含めて総論的な意

見と要望をさせていただきたいと思います。 

 まず、ページ８でございますけれども、前回改定資料においても着目されていましたけ

れども、リハと栄養・口腔が一体となって運用されることが、自立支援、重度化予防に非

常に効果的であります。特に、誤嚥性肺炎の予防について、歯科に関する情報共有を含め

て、医科歯科連携を含む多職種連携が有効であり、歯科職種への期待も大きいと感じてお

ります。 

 ただ、資料32ページにもありますように、介護保険施設への歯科職種の就業人数は少な

いため、33ページにあるように、家族、ケアマネや介護職からの依頼があって、初めて歯

科職種が関与することになります。 

 しかしながら、34ページを見ていただくと、ケアマネからの情報提供もまだまだ十分で

はなく、ケアマネが口腔の情報を取得していないという割合も約４割近く存在しておりま

す。 

 そして、介護保険施設入所者の口腔の問題が37ページに示されておりますけれども、入

れ歯が緩いとか外れやすい方も２割おられますし、むせや残渣も多く認めます。 

 また、38ページでは、居住系サービス利用者においても歯科治療が必要だという方が７

割近くもおられます。 

 また、46ページからは、通所サービスで実施するスクリーニングから、かむことに問題

がある利用者は６割以上おられますし、義歯は約８割の方が使用されています。入れ歯を

つくったら終わりではなく、定期的な管理や調整が必要、大変重要となっております。こ

の辺りが歯科受診となかなか結びついていないと感じております。 

 また、栄養についても、約半数がBMI 18.5未満の方がいらっしゃいます。 

 このような課題がある中で、できるだけ多職種も理解できるスクリーニングや、早めに

専門職につなげる仕組みをぜひ御検討いただきたいと思います。私たちのほうも、相談が

あればできるだけ協力できるように、研修等も含めて必要であると考えています。歯科は、

主に医療部分で関わることになりますけれども、施設等での口腔衛生管理加算や口腔機能

向上及び居宅療養管理指導など、歯科衛生士も含めて効果的にリハ・口腔・栄養の一体化
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に進めるようにお願いいたしたいと希望いたします。 

 私のほうからは以上でございます。 

○田辺分科会長 ありがとうございました。 

 それでは、古谷委員、よろしくお願いします。 

○古谷委員 全国老施協、古谷でございます。 

 各資料について意見を述べさせていただきます。 

 資料１につきまして、高齢者施設として新型コロナウイルスの流行は、感染症対策や感

染症流行時の事業所運営等について、大変考えさせられました。また、様々な支援や臨時

的な取扱いが行われ、対応ができたと思っております。介護報酬上の臨時的な取扱いにつ

いては、介護サービスを安定的に提供する必要性を考慮すれば、216回給付費分科会で示さ

れた見直しの方向性に沿って対応し、今後の感染状況に応じて、迅速に取扱いの検討を進

めることが重要と考えております。 

 しかし、利用者や従事者にコロナ陽性者等が発生した場合、人員基準違反や減算としな

いことを継続することが、感染拡大防止のためにも重要と考えます。本人及び同居家族が

感染し、または接触した場合の行動制限の考え方、特に在宅サービス利用者の利用制限の

考え方、事業所から通達する職員の勤務制限の考え方、対面での面会を求められた場合の

対応方法など、円滑な運用となるよう、周知徹底をお願いいたします。 

 また、医療提供体制について、入院をスムーズに受け入れていただける医療提供体制の

確保を強くお願いいたします。 

 併せて、新型コロナ感染症に関する高齢者施設に対する支援等についても、平時は感染

症対応の研修、感染症発生時の業務継続計画の状況に合わせた見直し。また、発生時は速

やかな医療連携、かかり増し経費の支援、施設内療養を行う施設等への支援の継続をお願

いいたします。 

 資料２についてです。令和３年の報酬改定において、感染症や災害が発生した場合であ

っても、必要な介護サービスが継続的に提供できる体制を構築する観点から、業務継続に

向けた計画等の策定、研修の実施、訓練の実施等を義務づけ、３年間の経過措置期間を設

けることとされました。業務継続に向けた計画の作成については、できていないという事

業者もあります。確実に行えるよう、さらなる支援をお願いいたします。 

 併せて、近年、発生する災害のリスクが高くなっていることから、災害の傾向について

の情報提供を適切に行うこと。また、感染症の情報をタイムリーに発信することで、危機

管理意識の向上を図ることや、高齢者施設等の災害減災対策の支援をするための施策を拡

大していただきたいと思っております。 

 資料３、口腔・栄養についてです。口腔に関して、通所介護の口腔機能向上加算や施設

の口腔衛生管理加算で、歯科衛生士等が口腔機能を評価・指導することで、適切な管理や

歯科治療へつなぐことができるため、口腔ケアに関する加算へのインセンティブの強化が

必要と考えます。在宅、高齢者施設、医療機関での連携強化のためには、栄養に関する情
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報を共有ツール、例えば栄養ケアマネジメント強化加算のLIFEの入力項目や、栄養ケア計

画等の内容を活用したツールの作成が有効だと考えます。 

 リハビリテーション・機能訓練と口腔と栄養の一体的な取組は、誤嚥性肺炎が起こりに

くくなることや、QOLの向上等に効果があると考えます。個々の評価に加え、一体として取

り組んだことへの評価が必要と考えております。 

 資料４、制度の安定性・持続可能性の確保についてです。複雑化した現行の報酬体系を

簡素化して国民に分かりやすくすることは、国民の共同連帯の理念に基づき創設された介

護保険制度の持続のために必要であり、強力に進めるべきと考えます。ただし、算定率が

高い加算を基本報酬に含めるに当たっては、基本報酬に当該加算をそのまま上乗せすると

ともに、その旨を明示するなど、誰が見ても分かりやすい見直しとなるようお願いいたし

ます。 

 また、算定率が低い加算については、単純に廃止するだけでなく、なぜ低いのか、原因

を分析し、その原因別に対応の検討が必要と考えます。例えば資料５ページにある、令和

４年度に算定がない加算、平均算定率が１％未満の加算について、１．より高次のケアを

目指すため、対象者が少なくても残すべきもの。２．経過的措置により、実質対象者がい

ないもの。３．過度な専門職の配置を求めているのが原因と考えられるもの。４．普及に

は一層の周知や詳しい説明が必要なもののように分類し、加算の趣旨から対象者が少なく

ても残すべきものや、要件を見直した上で存続させるべきものなどを見極めながら、丁寧

な論理が必要と考えます。なお、処遇改善３加算の一本化は、必ず実施していただきたい

と考えております。 

 続きまして、資料５です。虐待防止を図るべき様々な施策が実施されており、各施策が

確実に実施されるよう、さらなる支援や周知を進めることが重要と考えます。養介護施設

従事者等による虐待の発生原因は、知識や介護技術の問題、ストレスや感情コントロール

の問題が多いことが示されています。また、養護者による虐待の発生原因は、被虐待者の

認知症の症状への対応の問題、また介護疲れ、介護ストレスが挙がっております。 

 虐待防止において、介護施設従事者には認知症や介護についての知識を深めるとともに、

介護業務への負担軽減を図ること。養護者においても、いつでも適切な介護サービスを受

けられる体制であることが重要と考えます。 

 また、介護現場の安全性の管理は、安全管理体制の研修を受けた担当者の設置や、事故

防止委員会での介護事故やヒヤリハットの検討等を通して進んでいると考えますが、厚生

労働省が示す事故報告標準様式を使用し、集めたデータを活用して、事故の背景を考察し

た上でフィードバックすることで、事故防止対策の対応を進めることが重要と考えており

ます。 

 資料６、地域区分です。地域区分の設定は、地域の実情が異なることから、現状を反映

した区分設定は、一定のルールの下、検討することは必要ですが、パズル的な組合せでな

く、実情を考慮するとともに、公平性をもって進めることが重要であると考えます。人件



18 

費割合について、地域区分を定めるに当たり、国家公務員の調整手当を参考にした経緯か

ら、地域区分間の差異を算定するために用いられる人件費率は、事務職員、清掃員、運転

員、給食調理員、医師などの給料を除外した不十分なものです。 

 また、検討に当たっては、長年の報酬改定の積み重ねにより、サービス体系及び報酬体

系が複雑となり、厳密な意味での報酬基準上の算定がないとしても、モデル的な基準上の

施設の人件費率、経費比率を示した上で検討することが大切と考えております。地域区分

については、慎重な協議の下に決定していただき、地域においては様々な事情があり、地

域区分が下がる場合には、運営に大きな影響があることを理解していただきたいと思って

おります。 

 以上でございます。 

○田辺分科会長 ありがとうございました。 

 それでは、米本委員、よろしくお願いいたします。 

○米本委員 ありがとうございます。全国町村会の米本でございます。 

 私からは、２点ほど簡素に意見を申し上げさせていただきます。 

 初めに、資料３についてです。離島や中山間地域などでは、専門職の不足が特に大きな

課題となっており、質の高いサービスを提供するにも、それらの人材の育成・確保が必要

であることを、これまでもこの分科会の中でお伝えしてきました。 

 口腔・栄養に関しても、医師・医療機関との連携や管理栄養士等の確保が大きな課題と

なっており、特に離島や中山間地域の事業所では、それが顕著でございます。そのような

地域でも、それらの機関・専門職の連携・確保ができるように、ICTの活用や導入費用とい

った財政的支援等、ぜひともお願いしたいと思います。 

 最後に、資料６についてでございますが、地域区分については、行政的に一体性を有す

る市町村域を越えた、より広域的な範囲での設定を検討していただきたいと思います。 

 また、人材確保の観点から、中山間地域や離島等の地域区分については、十分配慮して

いただきたいと思います。 

 加えて、そもそも地域区分の設定が、町村部あるいは中山間地域等における人材確保に

どのような影響を及ぼしているかについても、しっかり検証することが必要ではないかと

考えております。 

 以上でございます。 

○田辺分科会長 ありがとうございました。 

 それでは、伊藤委員、よろしくお願いいたします。 

○伊藤委員 ありがとうございます。 

 私から、何点か発言させていただきます。 

 まず最初に、資料１の感染症への対応力の関係でございますけれども、通所介護等の報

酬に関しましては、感染症や災害の影響により利用者数が減少した場合に、状況に即した

安定的なサービス提供を可能とするという観点から、基本報酬の３％の加算や規模区分特
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例の適用が設けられております。 

 ただ、35ページによりますと、３％加算を算定したのは25.3％、規模区分特例を適用し

たのは７％と、いずれも低く、算定・適用しない理由として、「減少員数要件を満たして

いなかった」が７割を占めている状況でございます。感染症や災害時の対応における臨時

的な取扱いにつきましては、しっかり効果検証を行った上で、恒常的な対応が必要な事項

と臨時的な対応が必要な事項を整理して、介護報酬上の対応を検討していくべきだと考え

ております。 

 続いて、資料３の口腔・栄養関係でございます。口腔衛生管理あるいは栄養管理につき

ましては、誤嚥性肺炎の予防やQOLの向上に非常に重要だと考えております。 

 ６ページ、７ページに口腔・栄養関係の各加算の算定状況が示されておりますけれども、

全般的に低い状況にあると見えます。そういった算定率が低い要因等をよく分析した上で、

必要な見直しを図っていくべきと考えております。 

 これは質問になりますが、もし算定率が低い理由が分かるようであれば、教えていただ

ければと思います。 

 また、口腔につきましては、口腔管理等が必要な高齢者について、歯科治療に結びつい

ていないケースがあるようでございます。ぜひとも定期的なアセスメントや情報提供・連

携の充実等を図っていくべきと考えます。 

 続いて、資料４の制度の安定性・持続性の確保の関係でございます。報酬体系の簡素化

を図っていくという観点から申し上げますと、４ページ、５ページに各種加算の算定状況

が示されておりますが、平均算定率が80％を超える加算につきましては、普遍化・普及し

たものと考えられるので、基本サービス費に要件等を組み込む形で評価し、その一方で、

算定実績がないとか少ない加算につきましては、その理由の精査はもちろん必要になりま

すが、基本的には廃止、あるいは見直しをしていくことが必要であろうと考えてございま

す。 

 また、利用者の立場からの分かりやすさ、あるいは介護サービス事業者の事務負担軽減

等の観点から、処遇改善加算の一本化についても検討していくべきと考えてございます。 

 また、多床室の室料負担の関係でございますけれども、介護老人保健施設におきまして

は、20ページにございますように、平均在所日数が300日以上と、非常に長いものになって

ございます。また、介護医療院は、長期療養及び生活施設といった位置づけであり、死亡

退所も多いなどの状況を踏まえますと、在宅と施設の公平性を確保する観点から、介護老

人保健施設、介護医療院の多床室の室料相当額を基本サービス費から除外し、利用者負担

とする見直しを行っていくべきと考えてございます。 

 私からは以上でございます。 

○田辺分科会長 ありがとうございました。 

 １点、算定率の低いものの原因ということで御質問がございました。 

○古元老人保健課長 ありがとうございます。 
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 御質問いただきました口腔・栄養関係で、加算によりましては算定率が低いものが存在

するということでございます。本日の資料３の４ページ、５ページに口腔及び栄養関連の

加算を一覧にしてございます。それぞれ施設サービス、通所サービス、居宅サービスとい

うことで、実際に専門職の方が直接行うものと、介護職員の方に対して指導した上で、介

護職員の方が行うといった様々な類型がございます。全体的に加算の算定率が低い理由と

いたしましては、本日も他の委員から御指摘いただいておりますとおり、専門職の方の確

保・支援がなかなか得られにくいといったことが背景にあると思います。 

 例えばそういった方が多職種の会議に参加することがなかなか難しいでございますとか、

入所者の中にサービスを必要とする方が実際にはいらっしゃるのでしょうけれども、そう

いった方を特定するというところにもなかなか至っていないといったところもあると思い

ます。委員御指摘のとおり、様々解析をいたしまして対応案を検討してまいりたいと思い

ます。ありがとうございます。 

○田辺分科会長 それでは、石田委員、よろしくお願いいたします。 

○石田委員 ありがとうございます。 

 私のほうからは３点、意見を申し述べます。 

 まず、資料２にありますBCPの関連ですけれども、この中で、災害時の地域との連携で災

害訓練に地域住民の参加を募るということで、ここの参加がなかなか低いという結果が挙

げられております。実際に地域住民との協力体制を構築するというのは、言うは易く行う

は非常に難しいところが多々あります。その中で、今回、まず最初に、BCPに関しては、そ

の内容とか存在そのものも含めて、地域の住民の皆さんにどれだけ理解してもらうか、知

っていただくかということから始めていかないと、これはスタートラインに立てないので

はないかと思っております。ただ、昨今、大型の自然災害が頻発しておりますので、この

件に関しては、急いで対応していかなければいけないのではないかなと思っております。 

 その中で、住民の皆さんと一緒に訓練している小規模多機能の事業所や、認知症グルー

プホームの事業所なども一定程度にあるという数字も出ておりますので、ここからまずス

タートしていって、このBCPに関する理解を地域に求めていくということが必要なのでは

ないかなと思っております。 

 次に、資料３の口腔と栄養です。今、事務局のほうからも御説明がありましたように、

専門職の配置がなかなか難しいという現状があろうかと思いますが、これは利用者の立場

から申し上げましたら、これほどまでに効果もあり、いい影響があると言われているわけ

ですから、もう少し進めていただきたいというのが強い願いです。現状と課題の中にもあ

りましたように、いまだ通所サービス事業所においては、口腔に問題がある人が60％以上、

栄養でも40％以上という現状をこのままにしておいていいのか。これは非常に懸念すると

ころです。 

 ですから、せっかくこういった専門職が関わることによって効果が上がっているという

ことがあるのであれば、加算も含め、それから人員配置についても、しっかりと対応して
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おく必要があるし、それをお願いしたいと思っております。 

 一体的計画書の活用も、まだ27.2％と、なかなか進んでいないということです。新しい

計画書の場合、従来の様式があったところに新規の様式を取り入れるというのは非常に負

担になるし、煩雑ということなので、ここをもう少しシンプルに、今あるものをうまく活

用してできないかという、新たな工夫や開発をぜひお願いしたいと思っております。 

 最後に、資料５の介護現場の安全性の確保というところです。介護現場における事故に

ついては、報告がなされているにもかかわらず、それが集計されているだけで、それ以降

のものが現場のほうになかなか返ってきていないという報告を今、拝見して、これも難し

いかもしれませんけれども、最終的には、事故の情報については、集計のみならず、集約・

分析していただいてフィードバックして、さらに情報の公開なども積極的に進めていく必

要があるのではないかなと考えます。基本は再発の防止であり、新たな発生を予防すると

いうことが目的ですから、これについては行政の負担になるかもしれませんが、しっかり

と対応していただきたいと思います。 

 以上です。 

○田辺分科会長 ありがとうございました。 

 それでは、正立委員、よろしくお願いいたします。 

○正立委員 ありがとうございます。 

 資料４と資料５について意見を申し上げます。 

 初めに、資料４「制度の安定性・持続可能性の確保」についてです。 

 まず、報酬体系の簡素化ですが、平成12年の制度発足以降、サービスの種類が増え、ま

た各種の加算が導入されたことによって、利用者にとって非常に分かりにくい状況になっ

ています。特に加算については、算定率が高いものは基本報酬に組み入れる。逆に算定が

ないものや著しく算定率が低いものは、一定の期間が経過した後に整理するなど、報酬体

系の簡素化に向けた一層の取組をお願いいたします。 

 次に、多床室の室料負担ですが、そもそも老人福祉施設と、老人保健施設や介護医療院

では、その機能が異なります。特養は生活施設であって、老健はリハビリを通して在宅復

帰を目指す中間施設、医療院は長期の療養施設です。そのため、老健や医療院は、特養に

比べ利用者１人当たりの床面積の基準も小さくなっています。果たす機能も居住スペース

も異なるのに、特養と同じように論じることには疑問があります。 

 これまでもよく在宅と施設の利用者負担の公平性という示され方がされてきましたが、

例えば高齢夫婦世帯のうち、どちらか１人が施設に入所したからといって、残された側は

家を手放すわけにもいかず、借家の場合であれば家賃や管理費を支払うことに変わりはあ

りません。食費や光熱水費の負担はやむを得ないと思いますが、残された人から見れば、

食費や光熱水費がそれまでの半分になるわけでもありません。利用者自身が在宅でサービ

スを受けたくても、老老介護などの生活実態から在宅ではなく施設を、また経済的な理由

から個室でなく多床室を選ばざるを得ない、選択の余地がない方がいるわけです。このよ
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うな利用者からも負担を求めるような多床室の室料負担の導入には、反対であると申し上

げておきます。 

 次に、資料５「高齢者虐待の防止」についてです。言うまでもありませんが、 

高齢者に対する虐待は決してあってはならず、特に高い倫理観が求められる介護従事者に

よる虐待は、介護保険制度への国民の信頼を損ねる大きな問題です。資料にもありますが、

虐待と判断された件数が年々増加傾向にあることを懸念いたします。 

 国では、高齢者虐待対応マニュアルを作成し、施設や事業者に向けて、相談、通報、届

出への対応などについて周知を図っていますが、何よりも大切なのは、虐待が行われない

ようにすることです。そのためには、虐待に関する実態を把握し、いつ、どこで、誰が、

誰に、なぜ、何をどのようにといった情報を施設や事業所に提供し、ケーススタディーや

職場内の相互牽制に役立てていただくことが重要だと考えます。 

 ここで事務局にお尋ねしたいことがございます。資料６ページの下段左側に、要介護施

設従事者等による虐待を整理した表があります。こちらには載っておりませんが、虐待が

いつ発生したのか、昼間なのか夜間なのか、どこで発生したのか、居室なのか浴室なのか

といったような詳細なデータはあるのでしょうか。 

 また、現在、省として、全国の介護施設や事業所などで発生した虐待の状況を統計的に

把握し、定期的に公表するような仕組みはありますでしょうか。この点、教えていただけ

ればと思います。 

 今後、議論の中で人員の配置基準などが論点に上がろうかと思います。７ページの資料、

上段と下段の表を組み合わせると、サービスごとの虐待の発生率を算出することができま

すが、サービスの種類によって差があることが分かります。これを大した差ではないと考

えるのか、いや、そうではないと考えるのか。虐待が起きる時間帯等のデータを含め、議

論の参考になるのではないかと思いますので、よろしくお願いいたします。 

 以上でございます。 

○田辺分科会長 ありがとうございました。 

 幾つか御質問ございましたので、回答のほうをお願いいたします。 

○峰村高齢者支援課長 高齢者支援課長でございます。 

 虐待の発生の事案について、どこまで把握しているか、またどのように把握しているか

ということでございますけれども、基本的に虐待の事案が発生しましたら、市町村が情報

を把握しているところでございますけれども、国においては、市町村に対して、毎年度、

どういう対応状況だったか、どういう事案だったかということに基づいて調査を行ってい

まして、その結果を毎年度、取りまとめて公表しているわけですけれども、御質問のあっ

た場所とか時間とか詳細なところは、すみません、詳細に今、確認しているわけではない

のですけれども、そこまでは調査の中に入れていない可能性がございますので、また今後、

その調査の内容について、どこまで把握すべきなのかについては、より一層検討してまい

りたいと思っています。 
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 という状況でございますけれども、よろしいでしょうか。 

○田辺分科会長 正立委員、よろしゅうございますでしょうか。 

○正立委員 現時点では結構ですが、夜間の人員配置基準の軽減など、緩和に向けた議論

がよく行われますので、例えば夜間の時間帯に、特に身体的な虐待とか精神的な虐待が多

く発生しているということであれば、議論する上での前提にもなろうかと思いますので、

ぜひ積極的にお調べいただきたいと思います。 

 

○田辺分科会長 ありがとうございました。 

 それでは、荻野委員、よろしくお願いします。 

○荻野委員 ありがとうございます。日本薬剤師会の荻野でございます。 

 資料１の感染症への対応力強化につきまして、１点発言させていただきます。薬局では、

５類への感染症法上の類型変更後も、感染防止対策としてマスク、手袋等の防護用具の準

備や定期的な消毒、換気の徹底などに努めております。また、自宅療養中の患者さんの在

宅訪問や高齢者施設入所者の緊急訪問も実施しており、高齢者施設訪問の際には、他の入

所者への感染やクラスター発生の予防などにも十分配慮しております。現場では徹底した

感染対策等を講じており、現行の各種支援や臨時的取扱いは引き続き必要であると考えて

おります。 

 私からは以上でございます。ありがとうございました。 

○田辺分科会長 ありがとうございました。 

 それでは、濵田委員、よろしくお願いします。 

○濵田委員 よろしくお願いいたします。 

 まず、資料１の感染症への対応力強化でございます。各種の取組によりまして、介護サ

ービスの対応力強化や継続性は高まっていると感じております。しかしながら、まだまだ

時期によって各種の感染症の流行が見られる状況でございます。利用者等関係者が感染し

ました場合に、面接やモニタリングが延期となり、また更新研修等をはじめ、期限内に実

施が困難な例もあると散見されますので、ケース・バイ・ケースでよろしいかと思います

が、関係機関等におかれましては、コロナウイルス感染症下で実施された特例的な対応な

ど、柔軟な解釈においてサービス提供が行えるよう御配慮いただきたいと存じます。 

 続きまして、資料２の業務継続に向けた取組の強化でございます。22ページでは、感染

症、自然災害とも、２割強の事業所が策定のめどが立っていないという回答がございます。

この２割の事業所規模は不明ではありますが、23ページのほうでは、職員不足のためとい

う回答もございますので、経過措置が間もなく終了いたしますが、終了いたしましても、

当面は直ちに運営基準に反するという取扱いではなく、運営指導等で策定へ向けた指導・

助言等の対応をお願いできればということでございます。 

 また、25ページ、26ページの下線部では、地域住民の参加につきましてもいずれも低い

結果となっておりますが、施設系よりは訪問・通所系など、事業所規模が小さく、あるい



24 

は宿泊や居住を伴わない部門ほど低くなっているのではないかと散見されます。この点に

つきましては、例えば自治体等公的機関から一定の声がけ等をその地域にいただきまして、

介護保険サービスに関するその地域全体の事業者団体等で地域住民と協働して実施できて

いる事例などがうまくあるのかどうか分かりませんが、地域住民の方も事業所ごとに参加

するということになりますとなかなか大変かと思いますので、何かそういう協働で実施で

きている好事例が参考にできるとよいのではないかと考えております。 

 資料３の口腔・栄養についてでございますが、加算の状況から、通所系サービスにおけ

る管理栄養士様の介入や連携が促進されるためには、既に配置が必要となっております併

設施設の定員や栄養士等の配置状況や通所サービスでの対象者数にもよりますが、これも

あくまでも例えばということでありますが、併設施設の定員数が少し少ないようなところ

では、専従要件をある程度緩和するなどしまして、併設の居宅サービス事業所等で一定数

は担当できるようにするなど、こういうことを検討しまして通所系サービスに関われる人

員確保を図るなどしてもどうかなということでございます。 

 また、歯科医療機関と介護支援専門員との連携につきましてはコロナ禍がございました

ので、医療介護連携推進事業の際のように、例えば保険者様、市町村、それぞれの地域で

相互に顔の見える関係づくりの構築が、引き続き必要ではないかと考えます。 

 また、12ページで、平成30年の介護保険施設等を対象に口腔衛生管理体制が図られてお

りますが、どのようにするか、特に何かあるということではございませんが、いわゆる居

宅サービスの場面でも、同様の形態で何か普及を図るなど、社会資源といいますか、こう

いう形が取れれば、よりよいのかなと考えます。 

 資料４の制度の安定性・持続可能性の確保でございますが、処遇改善管理加算以外の加

算におきましても、引き続き文書負担の軽減に向けた取組を継続して実施することが重要

ではないかと考えております。 

 それから、資料５の高齢者虐待の防止、介護現場における安全性の確保、リスクマネジ

メントについてでございます。高齢者虐待防止や事故発生防止に関する改定につきまして

も、資料２の業務改善に向けた取組の実施状況のような策定実施状況を踏まえて対応する

ことも必要と考えます。 

 また、今般、基本指針におきまして、養護者に該当しない者による虐待や、セルフネグ

レクト等の権利侵害への防止にも取り組む旨、盛り込まれておりますけれども、次期介護

保険事業計画策定等へ向けまして、関係者へ継続して周知を行っていくことも重要と考え

ております。 

 以上でございます。 

○田辺分科会長 ありがとうございました。 

 それでは、鎌田委員、よろしくお願いします。 

○鎌田委員 ありがとうございます。認知症の人と家族の会の鎌田です。 

 まず、資料１の感染症への対応力強化というところの意見ですけれども、感染症対策で
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は、通所施設系サービスについては具体的な対応がありますが、訪問系サービス、特にホ

ームヘルプサービスでは、当初、ホームヘルパーがワクチン優先接種から外されていたり、

抗原検査キットの無償配布などの枠から外されるなど、ホームヘルプサービスへの支援体

制が薄いと思います。ホームヘルパーは、コロナ感染拡大時にも個人防護服の着脱を学習

し、訪問を継続し、生活支援を行って、陽性者のところにも来てくださいました。このよ

うな現状をしっかりと把握していただきたく、次に仮にこのような感染症が起きたときに

は、ホームヘルパーにも施設と同様にしていただきたいと思います。生活を支える要がホ

ームヘルパーである認知症や家族にとっては、とても頼りになる存在です。 

 前回の分科会では、介護人材の処遇改善などがテーマになりました。事業者調査では、

ホームヘルパー不足感は介護職員の69％を上回り、84％に上っています。2040年までにホ

ームヘルパーを３万人以上増やす必要があるというデータが示されながらも、ホームヘル

パーは地域包括ケアから除外されているのではないかと疑問を抱かざるを得ないことを申

し上げておきたいと思います。 

 ホームヘルパーが高齢化とともに減少すれば、認知症の人で何とか一人暮らしを頑張っ

ている要介護１、２の人や、重度になっても在宅介護を継続している要介護４、５の人と

介護する介護者には危機的な状況があります。また、一人暮らしや老老介護世帯も、在宅

介護を維持することはほぼ不可能になります。働く介護者のやむを得ない介護離職も増え

ていく可能性があります。ホームヘルパーとして働く人たちに、感染対策をきちんとして

いるから、安心して働くことができるという環境を保障する必要があると考えます。それ

が、有効求人倍率が15.53という異常な事態の緩和に一定の貢献をするのではないでしょ

うか。 

 21ページには、業務継続支援の具体的な内容が示されています。 

 また、資料７では、2023年10月以降の対応策として、介護保険施設のみが対象となって

います。介護労働者の異様に高い現行求人倍率の中には、新型コロナウイルス感染症の施

設重視もあるのかもしれません。 

 質問ですが、業務継続支援が、特に小規模事業所では策定が困難とも聞きますが、資料

にもありますが、何か支援策を講じておられるのでしょうか。それぞれの小規模の事業所

のサービスにおいても、事業継続は私たちの暮らしを支える基盤ですので、お尋ねいたし

ます。 

 次に、資料２です。業務継続に向けた取組などの強化です。意見です。災害時における

介護サービス事業者の人員基準等の臨時的な取扱いについての２．訪問介護に関する事項

で、一時的に通所介護事業所の職員、介護職員の初任者研修修了者が代わりに従事される

とあります。第222回の分科会では、新しい複合型サービスの提案がありましたが、一時的

であっても、訪問介護と通所介護の組み合わせたケースになるのではないかとも思ってい

ます。訪問介護と通所介護の組合せの効果がどのようなものになるか知るためにも、こう

した具体的な例や実施した事業所の管理者職員へのヒアリングの調査はないとお聞きして
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いますけれども、ぜひ調査してヒアリングをお願いして、今後の複合型サービスを検討す

る際の指標にしたいと思います。 

 それから、資料４です。制度の安定性・持続可能性の確保です。 

 まず、１件ですけれども、報酬体系の簡素化とありますが、16ページに利用者への分か

りやすさを実現とあります。特に加算報酬は、利用者や介護者には非常に分かりづらいも

のであり、分かりやすさについては絶えず考慮していただくことを希望します。 

 ３ページでは、制度創設時と比較し、グループホームでは31倍にも増えた事業もありま

す。加算は、よいサービスの提供というふうにも聞いていますが、取得される加算は全体

に少ないようにも見受けられます。よいサービスとするための加算でありながら、取得さ

れていないと受け止めました。この加算が制度をより複雑にし、分かりにくさに拍車をか

けています。 

 質問ですが、８ページには、加算制度の一本化について検討を進めるとありましたが、

厚塗りされた塗装のように加算が増えていったのはなぜなのか。ここで分からなくなって

きています。加算が増えた理由は何なのでしょうか。この加算が増えたのは、サービスの

質の向上で間違っていませんか、教えてください。加算率が高いものを残すということだ

けではなくて、加算そのものということを考えないといけないのではないかと思っており

ます。 

 それから、18ページの多床室の室料負担の経緯と現状ですが、正立委員も話されていま

したが、既に特別養護老人ホームの相部屋では補足給付の負担割合が変更され、当会に寄

せられた声では、対象となった利用者や家族は、その負担が生活を圧迫しています。しか

し、在宅で介護できる本人や介護者の状況ではなく、家族は自身の生活を切り詰めて支払

っています。 

 質問ですが、特別養護老人ホームの利用者について影響調査があるのなら、どのような

影響が出ているのか、把握されていることを教えてください。 

 また、19ページの第４段階の利用者が補足給付の対象にならず、室料負担に耐えられる

と考える根拠があれば教えてください。 

 資料５の高齢者の虐待防止／介護現場における安全確保、リスクマネジメントです。 

 ８ページの運営基準改正における虐待防止規定の創設ですが、2021年４月１日、施行日

から2024年３月31日までの間、経過措置を設けるとありますが、９ページの体制整備の状

況では、委員会の設置と担当者の設置が訪問系・通所系では低い割合になっているのが大

変気になります。体制整備のため、経済的・人的な支援があると聞きましたが、有効な機

能を果たしていないから、このような数字になっていると受け止めましたが、さらなる検

証と改善に向けた対策を講じてください。利用者は不安です。 

 また、20ページの介護保険施設におけるリスクマネジメントの強化ですが、報告は市町

村に提出していますが、その後の再発に向けたフィードバックや事故の施設間の共有など、

医療現場では行われているような安全対策が、ほかの委員も言われましたが、必要ではな
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いでしょうか。資料を読んでいますと、報告はするけれども、後は施設の中だけで検討し

ているように見えます。その理解でよかったでしょうか。今後は、報告だけではなく、事

故の再発防止に向け、市町村や国からフィードバックや共有などの検討をするとありまし

たが、必要です。他事業所の経験を生かし、防げる事故は防いでいただき、安全で安心な

生活の場にしていただきたいです。 

 高齢者虐待の要因として、人手不足によるストレスやコロナ禍での対応など、漸増化が

容易に想像されます。厚生労働省の労災認定のデータでは、精神障害の請求件数は、社会

保健、社会福祉、介護事業所がトップです。介護労働において精神的な負担が大きいこと

が想像されますが、利用者への虐待防止対策として、介護労働者が利用できるカウンセリ

ングなど、相談機関があると聞いています。しかし、それが十分に機能していない結果が

現状ではないのでしょうか。さらなる充実が必要ではないでしょうか。 

 質問ですが、現状の相談機関の検証はされているのでしょうか。気軽に話せる相談機関

や職場に相談できる人がいて、介護に従事する職員の精神的な負担を軽減していただくよ

うな場の検討をお願いいたします。職場のストレスから、介護現場からの離職とならない

ようにしていただきたいです。働く人のメンタルヘルスが充実していかなければ、介護を

必要とする本人・介護者などの安全は保障されません。 

 なお、資料には、要介護施設従事者等への対応が示されていますが、家族など、介護す

る養護者による虐待については、直近では、山口県で熱湯をかけ、母を殺害容疑とか、東

京都では介護できないと、同居の母を絞殺するなど、悲惨な介護事件が発生しています。

資料には、要介護施設従事者等への対応が示されていますが、家族など、介護する養護者

への対策や支援については、実態を把握し、困難な問題を抱える世帯に専門職を派遣する

などの支援があるとも聞きました。本人支援と家族支援は両輪で行うことが重要と考えて

いますが、介護保険制度が本人支援であり、家族支援の視点に目を向けない、向けられな

い専門職もまだ多くいらっしゃいます。 

 また、認知症介護実戦者研修では、過去には介護家族の講義時間があり、当会でも講師

として介護家族が話をし、専門職への家族支援への理解の場となっていました。しかし、

現在はありません。本人とともに家族が介護について語る講義の時間の復活はないでしょ

うか。 

 長くなりましたけれども、以上です。 

○田辺分科会長 ありがとうございました。 

 ４点ほど御質問あったと思いますので、回答のほう、お願いいたします。 

○峰村高齢者支援課長 高齢者支援課長でございます。 

 まず、私から２点ほど。 

 １つ目、BCPの関係で、小規模事業者がBCPを策定するときの支援策がどんなものがある

かという御質問だったと思いますけれども、資料２の15ページにお示ししているような研

修等支援事業におきまして、BCP策定をどのようにすればできるのかということを、オンラ
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イン研修を通じて御支援するようなことを予算事業で行っているところでございますし、

17ページにおきまして、前回改定の資料の中でございますけれども、ガイドラインをお示

しして、どのように策定すればいいのかという方法論についてもお示ししているというの

が現状でございます。 

 もう一つ、虐待のところで、虐待の原因の一つには、職員のストレスということが大き

な課題であるということでございます。職員が相談できるような機関がどうなっているか

という状況についてお尋ねいただきましたけれども、現状、お示しできるようなものはご

ざいませんけれども、今後、そういった状況も把握しながら、また、国としましては、資

料５の４ページにありますような、高齢者権利擁護等推進事業によりまして、そうしたス

トレス対策に対応するような研修の実施についても、これまでも支援を行っておるところ

でございまして、引き続き、こうしたことに取り組んでまいりたいと考えてございます。

よろしくお願いいたします。 

○古元老人保健課長 老人保健課長でございます。御質問ありがとうございます。 

 まず、加算がこのように増えてきた理由でございます。例えば今回、来年の春に向けた

介護報酬改定における議論におきましても、例えば地域包括ケアシステムの進化・推進で

ありますとか、自立支援・重度化防止、さらには人材の確保といったいろいろなテーマに

つきまして、累次の議論をこちら、介護給付費分科会でしていただいてきたところでござ

います。そうした中で、もちろん基本サービス費を引き上げる、引き下げるといったやり

方もあるわけでございますが、めり張りをつけた評価を行っていく。また、その質に着目

した評価を行うといった視点から、結果としてこのような体系になっているという認識で

ございます。そういった中でも簡素化ができないのか、ぜひまた御意見いただければと存

じます。 

 また、２点目の特養への影響につきましては、今、手元にそういったものがございませ

んので、ございましたら、適宜御報告申し上げたいと思います。 

 ３点目の、４段階の利用者の方が補足給付の対象にならないといったことへの対応でご

ざいます。補足給付の経緯につきましては、平成17年、委員も御指摘のとおりかと存じま

す。なお、利用者負担第４段階に該当する方でございましても、２人以上の世帯に属する

方でございまして、一定の要件を満たす方については、例えば補足給付を行うといった措

置もしてございまして、高齢者夫婦の方で、一方の方が施設に入所された場合などにも、

生計困難に陥らないような対応も一定、行っておるところでございます。こういった点に

ついても、引き続き御指摘いただければと存じます。よろしくお願いいたします。 

○田辺分科会長 鎌田委員、よろしゅうございますでしょうか。手元に資料がないという

部分もございましたけれどもね。 

○鎌田委員 ありがとうございました。いろいろな対応をされていても、それが有効に働

いていないという点がどうであるかと思ったのですけれども、ありがとうございます。結

構です。 
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○田辺分科会長 では、及川委員、よろしくお願いいたします。 

○及川委員 ありがとうございます。日本介護福祉士会の及川でございます。 

 私のほうからは、４点、意見を申し上げます。 

 まず、資料２の業務継続に向けた取組の強化のところでございますが、非常災害対策に

おいて、地域住民の参加など、地域住民とのつながりも強化すべきであると思います。で

すが、特に居宅サービスなど小規模な事業所の業務継続を考えれば、前回の分科会での論

点にありましたが、居宅サービス事業所における経営の共同化等の視点も必要であると考

えます。 

 次に、資料４の制度の安定性・持続可能性の確保というところですが、簡素化の視点は、

利用者や利用者家族に向けてもそうであります。複雑な報酬体系の説明も理解のハードル

が高くなっております。より分かりやすい説明、理解とするためにも、仕組みは簡素化し

ていくことが必要であると考えます。 

 次に、資料５の高齢者虐待防止の推進のところです。厚生労働省が実施している高齢者

虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律に基づく対応状況等に関する調

査結果を見ると、虐待の発生要因で最も多いのは、教育、知識、介護技術等に関する問題

でございます。介護福祉士の職能団体としては、入会された会員には介護福祉の倫理を学

ぶ学習コンテンツを無料で視聴できる環境を提示するほか、全国の介護福祉士会において

倫理を学ぶ機会を提供するなどの取組を進めています。ぜひともこのような学びのある介

護福祉士を虐待防止に有効に活用いただきたいと思います。 

 続いて、資料１に戻りますが、感染症への対応力強化に対することです。当会に、会員

を対象とした運営サポーターという仕組みがございます。その方々を対象としたアンケー

トを踏まえますと、面会方法に何らかの制限があるとする施設職員の回答が約85％を占め

ており、まだまだ多くの制限が継続されていることは明らかです。 

 また、サービス利用者や家族に対して、面会やサービス利用に制限があること等につい

て、介護職員が抱いているジレンマの状況を確認したところ、少なくとも７割の介護福祉

士が、利用者の生命を守るために必要な感染対策としての様々な制限が必要であることに、

一定の理解は示しつつも、利用者の尊厳に対する意識から、例えば直接触れ合うことで得

られる利用者や家族の喜びを何とかかなえるために苦心していることや、日々の生活の質

と感染対策を両立させる対応の必要性を強く意識しながら、日々の業務に向き合っている

ことがうかがえました。 

 感染対策と利用者の日々の生活を豊かにするための支援とを両立し、利用者の尊厳を守

る介護を継続するためにも、介護の提供に苦心している介護職員のモチベーションを下げ

ないためにも、介護現場の感染対策や業務継続に関する施策を進める際には、介護現場の

介護職の意見を十分に踏まえた上で対応をお願いしたいと思います。 

 以上でございます。ありがとうございました。 

○田辺分科会長 ありがとうございました。 
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 それでは、田中委員、よろしくお願いいたします。 

○田中委員 ありがとうございます。 

 幾つか意見がございます。 

 まず、資料１と７、コロナウイルス感染についてまとめて発言いたします。現在、取り

まとめに入っている老健事業では、２類の時点で、老健で発生したコロナ患者が１万6000

名以上、介護医療院でおよそ4000名という膨大な人数でありました。そのうち病院へ搬送

されたのは、老健でも約2000人、介護医療院においてはわずか500人で、いずれも13％程度

でした。入院が長引きがちなコロナ患者を、介護施設がそのまま治療しているということ

で、医療崩壊を回避できたといっても過言ではないと考えています。引き続き、クラスタ

ー時の特例的な評価が重要だと思います。 

 また、世間では日常が戻り、経済活性化をしていても、施設ではまだまだ感染下の状況

が続いています。入所時の説明では、感染に気づかない無症状のコロナ陽性職員が勤務に

つくことがあるため、寝たきりでどこにも出かけない状況であっても、コロナ感染症にか

かる可能性があるということを必ずお伝えしなければなりません。実際に、現在も幾つも

の施設がクラスター、または職員がぱらぱらと感染し、勤務につけない状況です。引き続

きの２類時同等の人員配置要件の緩和の措置をお願いしたいと思います。 

 さらに調査では、資料７のアフターコロナの退院患者の受入れについてですけれども、

老健で42％、介護医療院で28％、それぞれが平均で３人から４人のアフターコロナの患者

さんを受け入れているという事実がありました。アフターコロナの高齢者は、すぐ元気に

なるわけではなく、ケアの分量が増えており、脱水になりがちで点滴処置を受けるような

方も少なくありません。そういった医療的な課題もはらんでいるので、引き続き、アフタ

ーコロナについても特例的な評価が、現場にとっては本当に必須であると思っております。 

 続きまして、資料４ですけれども、老健、介護医療院の多床室の室料負担についてです。

以前の議論の中で、個室料を頂くほどの広さがないことから算定に至らなかったと聞いて

います。わずか４畳半ほどの広さの老健では、カーテンで区分けをされている施設がほと

んどであり、また、介護医療院にあっても、仕切家具が置いてあるのみ。天井のほうはつ

ながっているわけです。個室であると判断するのは、倫理的にもどうかと思います。 

 また、直近の調査では、老健、介護医療院の入所者とも、その住所・住民票も自宅にあ

る者が95％でした。特に老健では、時々入所、ほぼ自宅を実現している利用者さんも多く、

戻れる部屋を確保している方も多いのが現状です。ホテルコストを自宅と二重に支払うと

いうことが、正立委員もおっしゃっていたように起こり得ると思いますし、室料負担の導

入を見直すべきだと思います。 

 最後に、資料５です。スライド６番目の虐待数が高止まりという御報告をいただきまし

たけれども、これは現場の感覚としますと、コロナ禍で通報が減って見えた可能性がある

のではないかと危惧いたします。コロナ開けでしっかりと再調査してほしいと思います。 

 また、身体拘束についてですけれども、ガイドラインの創設から20年以上経過しており、
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医療依存度が高くなるなど、患者像も若干変化しているので、病院における身体拘束廃止

の推進と併せて、ガイドラインの見直しが必要と考えます。 

 また、昨日まで病院で身体拘束をされている方が、今日から介護施設に入所となって、

大して状態が変わっていなくても、ケアの方法や環境調整で、病院で行われていた身体拘

束が不要というケースもあります。その工夫・技術などを横展開し、トリプル改定に向け

て、分野を超えて広く身体拘束廃止に取り組む必要があると考えます。 

 最後になりますが、本人の年金が本人に十分活用されていないといった、親族等からの

経済的虐待については、まだまだ当事者同士も含めて気づきにくく、把握が足りないので

はないかと考えます。認知症の方への経済的虐待について看過されがちに思うので、先ほ

ど老健課長様からお伺いしたところ、そういった調査がまだまだと伺いましたので、改め

て調査を希望いたします。 

 私からは以上です。かみかみですみませんでした。 

○田辺分科会長 ありがとうございました。 

 それでは、酒向委員、よろしくお願いいたします。 

○酒向委員 ありがとうございます。 

 資料１と４について意見を述べたいと思います。 

 まず、施設内療養や感染防止の対策に当たられています関係者の皆様には、改めて御礼

申し上げたいと思います。資料１の感染対策の強化について、前回の改定で、８ページ目

にある通り、全サービス事業者に３年間の猶予を設けた上で、対策の義務化を行う形にな

っています。この期間で全ての事業者が対策を万全にしていただけることを期待していま

す。 

この点について、資料の40ページに、令和３年度の調査が示されていますが、ぜひ直近の

調査データで今後の議論をさせていただければと思います。 

 ２点目、コロナ特例については、徐々に正常化していくということが必要ではないかと

考えています。ただ、現状では、どの程度活用されているのかというデータを事務局であ

まり把握されていないということですが、今後議論していく上で、どのような基準で議論

されるのか、どのような点が満たされれば、コロナ特例の次の段階を考えられるのかとい

う事務局の考えがあれば教えていただきたいと思います。 

 ３点目、感染症の対策については、資料にある通り、既に介護報酬以外でも様々な支援

がなされています。仮に介護報酬上でさらにインセンティブづけをすることで検討を進め

るということであれば、利用者負担に十分配慮し、慎重に検討すべきであると考えます。 

 以上が資料１についての意見です。 

 次に、資料４についての意見を述べます。 

 まず、報酬体系について、資料の４ページと５ページに各種加算の算定状況が示されて

いますが、取得率が高いもの、低いもの、いずれも簡素化の観点から見直しを検討するこ

と自体には異論はありません。ただ、取得率の高さだけでなく、それぞれの加算の趣旨と
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現在のサービス提供の状況を踏まえて、事務局において継続する必要性が高いものと低い

ものを、データに基づいて整理していただきたいと思います。その際、基本報酬に組み込

む方向性で議論する場合には、保険財政及び利用者負担の観点から慎重であるべきであり、

その影響についてのデータもお示しいただくようにお願いしたいと思います。 

 ２つ目、処遇改善加算については、複数あることに伴う事務負担の煩雑さについて指摘

があります。前回の会合に関連するところでもありますが、まず、加算の統合を議論する

前に、事務負担の軽減に向けた課題の整理が必要ではないかと考えます。提出書類が簡素

化されても、なお煩雑だという声が上がるという現状は、ローカルルールで追加資料や紙

提出が求められていることが問題なのか、事業所のICT化の問題や、紙ベースで事務を行っ

ていることに起因しているのか、いろいろ整理が必要になるのではないかと思います。 

 現場のこのような負担軽減には、提出書類の簡素化、標準化と電子化ということが３点

セットで必要と思います。この点については、資料５の事故情報に関しても同様の問題が

あると考えています。この処遇改善加算については、加算の統合を今後検討する場合には、

それぞれの加算の目的や要件を改めて整理していただく必要があると考えます。また、職

場環境の改善に取り組む場合によって、事業者間の評価に差があってしかるべきではない

かと考えています。 

 以上になります。 

○田辺分科会長 ありがとうございました。 

 １点ほど御質問ございましたので、よろしくお願いします。 

○古元老人保健課長 ありがとうございます。老人保健課長でございます。 

 まず、新型コロナウイルス感染に対する対応を累次、行ってまいりました。基本的な考

え方といたしましては、経験を生かしまして基本的な対応力の強化を行っていく。この方

策について、また御意見をいただきたいといったところでございます。 

 御質問にございました特例的な取扱いの今後の対応でございますけれども、新型コロナ

ウイルス感染につきましては、その流行の波、そして依然としてウイルス株の変異といっ

たことによる重症化リスクの変動といったものも当然想定されますので、こういったこと

を総合的に判断いたしながら、介護・医療、様々な現場の対応を今後も検討していくこと

になると思います。したがいまして、例えば数字的に、この数字がこうクリアできれば解

除するとか、一律に申し上げるのはなかなか難しいのかなと考えてございます。 

 総論的な回答となり、恐縮ですが、以上でございます。 

○田辺分科会長 よろしゅうございますか。 

○酒向委員 質問ですが、現場の利用状況については、特に把握される予定はないという

ことでしょうか。 

○古元老人保健課長 失礼いたしました。 

 後ほど資料７などで、特例的な報酬上の評価については、算定状況などもお示ししてま

いりたいと思いますので、よろしければ、そちらでまた御説明申し上げたいと思います。 
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○酒向委員 ありがとうございます。 

○田辺分科会長 田母神委員、よろしくお願いします。 

○田母神委員 それぞれ意見を申し述べます。 

 資料１についてでございますが、介護施設事業所が平時から感染症に関する専門人材・

医療機関等との連携において、情報、助言、そして支援を受けることができる仕組みを構

築し、実効性のある連携体制を構築することで、感染症発生時においても地域での有効な

支援や連携につながるのではないかと考えますので、こうした充実した取組について、報

酬でも後押しをする必要があるのではないかと考えております。 

 また、新型コロナウイルス感染症対応は現在も続いておりますので、利用者の方、そし

て家族の方の感染以外にも、ケア提供者の罹患ということもございますので、例えばこれ

まで取られました臨時的な対応といたしまして、訪問看護における電話等での対応という

ことが再度必要になるという場合には、迅速にそれを判断するということも重要になって

くると考えております。 

 資料２についてでございます。資料13ページにおきまして、災害時の情報共有システム

の構築ということが示されておりますけれども、施設サービスのほかに訪問サービスなど

におきましても、要介護者が災害時にどういった状況であるかという情報を迅速に把握・

共有できる体制の構築が重要であると考えております。 

 また、事業所の業務継続に向けた実効性のある地域連携の方策というのは、非常にハー

ドルがある課題ということを事業所の方からも聞いておりますが、行政、事業所、関係団

体、地域住民の皆様の参画も得て、これらを検討するという場の設定。そして、訓練の機

会なども活用しまして、幅広く参画を求め、広げていくということが重要であると考えて

おります。 

 資料３の８ページの図についてでございますが、自立支援・重度化防止を効果的に行う

ための取組の連携ということでございますので、より効果的な自立支援・重度化予防に取

り組むという観点で、看護職におきましても、医療・生活の両方の視点を持ちまして、こ

れに取り組んでおりますので、この図の中に看護師という職種も位置づけていただきたい

と考えております。 

 資料４についてでございます。これまでも委員の皆様から御意見がありましたとおり、

５ページの算定率の低いものでございますけれども、加算によっては令和３年度に創設さ

れたものでありましたり、趣旨としては非常に重要でありながらも要件が厳しいというこ

ともあろうかと思いますので、それら具体的な内容についてもお示しいただいて、またサ

ービスのあるべき姿という今後の姿も踏まえた、それぞれの評価が必要であると考えてお

ります。 

 一方で、算定率が高いものということで挙げられているものの中にも、例えば訪問看護

の緊急時の対応体制というようなことでありましたり、それぞれ加算の性格の違いという

ことを踏まえた検討が重要であると考えております。また、これらの加算の取扱いによっ
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ては、事業者の経営に与える影響も非常に大きいと思いますので、慎重な検討を求めたい

と考えております。 

 最後に、資料５についてでございます。高齢者虐待防止対策については、本会でも非常

に重要な課題として取り組んでおります。高齢者権利擁護について、介護施設等での指導

的な立場となる看護師への研修ということを継続して実施しておりますが、施設等におい

て配置が少ない職種になりますので、外部研修への参加の難しさということも指摘されて

おりますので、研修への参加の支援ということも、これからさらに重要であると考えてお

ります。 

 また、職員のメンタルヘルスの保持、そして管理者のマネジメントを支援するという視

点も重要かと考えております。それぞれの組織・事業所での対応とともに、外部の専門家

とも連携した取組、教育や相談体制などについての助言を受ける仕組みについても、重要

であると考えております。 

 そして、介護現場におけるリスクマネジメントにつきましては、起こり得る事故と対策

を共有し、安全対策につなげるために、専門的な視点での分析やフィードバックが必要で

あり、例えば県内や自治体内で発生した事故情報以外でも、国から情報発信される仕組み

や専門的な分析が可能となる仕組みの構築を、ぜひいただきたいと考えております。 

 以上でございます。 

○田辺分科会長 ありがとうございました。 

 それでは、稲葉委員、よろしくお願いします。 

○稲葉委員 ありがとうございます。民間介護事業推進委員会です。 

 まず、資料１、感染症への対策、対応力強化に関しまして質問を申し上げます。ここの

ところ、新型コロナウイルスが再び増加傾向にありますし、これから冬に向かってインフ

ルエンザなどの増加も懸念されており、介護事業者としては危機感を募らせているところ

であります。 

 そこで、今年の４月18日に発出されています介護保険最新情報1146号の中で、「介護現

場における感染対策の手引き」を見直すということが載っておりました。この見直しがい

つ頃になるのかということを教えていただきたいと思います。これが質問です。 

 続きまして、資料２、業務継続に向けた取組の強化に関して意見を申し上げます。５ペ

ージを見ましても、災害時の介護報酬等の臨時的な取扱いが必要な大規模な災害が増加し

ております。被災した介護現場では、各種災害復旧費補助金などによって一日も早く復旧

させ、業務を継続したいと考えるのですが、必要な情報が現場の事業者に届くスピードを

できる限り早めていただきたいと考えます。当然、災害時の自治体の混乱や、もろもろの

手続に時間を要することも承知しております。また、発生時には、停電などによって情報

通信手段が寸断されることもあるわけですが、介護現場への情報伝達が迅速かつ確実に届

けられる通信手段の在り方を含めた御検討をお願いしたいと思います。 

 また、この論点にございます、訓練の実施に当たって地域住民の参加を推進するという



35 

点について申し上げますと、福祉避難所の取組もそうですが、圏域の施設間の連携や地域

住民の参加協力につきましては、一朝一夕にできるものではなく、日頃からの施設間や地

域との関係性をいかに構築したかというものが、結果として重要になります。こうした関

係性の構築、地域住民の皆さんとの情報の共有化に向けた取組を、もっと評価していただ

きたいと考えております。 

 続きまして、資料３、口腔・栄養、並びに資料４の中にあります報酬体系の簡素化に関

しまして、共通する意見を申し上げます。資料３の６ページから７ページの加算の算定状

況を見ますと、ほかの委員の方々からも御指摘がございましたが、90％を超えるものから

１％に満たないものまであります。資料４の４ページを見ましても、平均算定率が80％を

超えるものもあります。５ページのように、算定実績なしや、算定率１％未満のものがこ

れだけ多いのが現実です。 

 これまでにも再三申し上げてきているところですが、各種加算については、質の向上に

つながるそれぞれの取組を促進していただくといった目的で設けられているわけですから、

使われていなければ意味がありません。これは算定条件が厳し過ぎるのであろうか。算定

条件については、先ほど専門職の配置の難しさというものが要因の一つではないかと、事

務局から回答がございました。また、算定に当たっての事務が煩雑であるのか、細分化さ

れ過ぎていて一本化したほうがいいのかなど、加算の算定状況について、その要因を精査

して見直していくべきだと思います。 

 続きまして、資料５、高齢者虐待の防止について意見を申し上げます。介護現場で働く

人たちは、専門職として、人権であるとか虐待防止、身体拘束防止などに関する一定の知

識を当然持っているわけですが、それらの発生の要因や対処方法については千差万別、ケ

ース・バイ・ケースですし、時代とともに変化もしていきます。また、家族などが介護の

ストレスに疲弊して虐待に及ぶケースもあると思います。 

 そのような中、６ページのデータを見ますと、相談・通報件数、虐待判断件数、これら

が高止まりしている現状や、主な発生原因として、教育、知識、介護技術等に関する問題

や、ストレスや感情のコントロールの問題が指摘されておりますことから、このような問

題の根本的な対応策として、介護事業所・施設側が介護職の現場での対応力を向上させ、

介護の質を高めていけるように、国として人材育成や就業環境の整備をお願いしていく必

要があるのではないかと感じております。 

 続きまして、これが最後ですけれども、資料１、資料２、そしてこの後の資料７にも関

係する、感染症拡大や災害発生時における人員基準の緩和についてです。大変な状況に陥

っている施設・事業所に向けて、少しでも応援に人員を差し向けようとしたときに、応援

に出す側の施設・事業所において人員基準が緩和されているわけではないので、人員基準

割れしてしまうという事態が起きてしまうため、なかなか応援に出しにくいという現実が

あります。ですので、迎え入れる側だけではなく、送り出す側、双方の配置について、そ

れらの対応を考える必要があると思います。もちろん、人員基準を簡単に緩和するべきで
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はないということは当然ですが、緊急時に発生する新たな危険を回避するために必要とす

るならば、考えておくべきことではないかと思います。 

 また、感染症拡大や災害発生のような緊急事態においては、支援する側にもリスクが高

まります。こうしたリスクを超えて支援体制を構築するためには、日頃から地域ごとのネ

ットワークを構築して、広域で情報を共有し合い、発生時、迅速に人員や備品などの支援

が行われるような仕組みを構築しておく必要があると思います。 

 以上です。よろしくお願いします。 

○田辺分科会長 １点、見直しの点、お願いします。 

○和田認知症施策・地域介護推進課長 推進課でございます。 

 介護現場における感染対策の手引きでございます。現在、見直し作業を行っている最中

でございます。可能であれば９月中にもと考えておりますけれども、いずれにしても、鋭

意準備を進めまして、発出できました際には、改めて厚生労働省ホームページまたは介護

保険最新情報等でお知らせいただく予定としております。 

 以上でございます。 

○田辺分科会長 それでは、小林委員、よろしくお願いいたします。 

○小林委員 ありがとうございます。 

 短く申し上げます。 

 資料１について、感染状況・動向は、いまだ予断を許さない情勢と思います。臨時的と

はいえ、動向を踏まえ丁寧に対応していくことが必要と考えます。現場の感染対策はこれ

からも続いていくので、いずれ見直すときが来るのかもしれませんが、そういうときでも

ソフトランディングしていく観点が重要と思います。 

 次に資料２についてです。BCPの策定が最新の進歩では進んでいるとの報告があり、その

ことについてはよいと思います。地域の避難計画などとの整合性も考慮し、例えば停電の

ときはどうするのか、避難者を受け入れているところはどうするのかなど、自治体との事

前の約束事も必要であり、連携を深めながら進めていただければと思います。 

 また、介護報酬とは関わりがないかもしれませんが、被災高齢者等把握事業が紹介され

ていました。調査研究があるということですが、個別避難計画やBCPへの反映などの連携も

進めるべきと思います。 

 資料３について、リハと口腔・栄養の一体的取組の推進のために何ができるかについて

いろいろと声が紹介されています。例えば一体的計画書とは別の書式で運用しているとい

う回答もありますので、何か実際に進んでいることがあれば、工夫や検討の余地があると

思います。 

 資料４について、報酬体系の簡素化はぜひ進めるべきと考えます。また、皆様から意見

があったとおり、加算の目的を大切にしないといけないと思います。全体で目指してきた

もの、その結果到達できているものについては、基本報酬に組み込んでいくことが考えら

れると思いますし、一方で、算定が進んでいないものであっても、現実的には一歩前進さ
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せなければならない、またそれがケアの質の向上につながるのであれば、そのための要件

の在り方、またそれにふさわしい単位について検討の余地があると思います。いずれにし

ろ、報酬体系の簡素化はぜひ進めるべきと思います。 

 それから、多床室の室料負担について、今までも申し上げましたが、介護老人保健施設、

介護医療院における多床室の室料負担は、生活の場としての機能を果たしているのかとい

う観点で慎重に検討する必要があると思います。 

 資料５については、事故情報の収集・分析・活用、フィードバックが進むよう、国から

の支援が必要と思います｡調査研究を行っている最中と思いますが、未然防止につなげる

ためにも、現場への支援、市町村などへの支援をお願いしたいと思います。 

 以上です。 

○田辺分科会長 ありがとうございました。 

 では、東委員、よろしくお願いいたします。 

○東委員 全国老人保健施設協会の東でございます。 

 資料に沿って発言させていただきます。 

 まず、資料１「感染症への対応力強化」の16ページに「社会福祉施設等における施設内

療養の発生状況」が示されており、右のグラフに療養者数と入院者数の割合の推移がござ

います。これを見ますと、昨年12月の第８波のピーク時には、医療機関への入院の割合が

減少し、施設内療養の割合が増加していることが分かります。現在、第９波と言える状況

で、高齢者施設におきましても多くのクラスターが生じているようですが、医療機関の医

療逼迫を防ぐためにも、施設内療養ができるよう、今ある各種支援や臨時的取扱いは継続

すべきと考えます。 

 同じ資料１の27ページに「新型コロナに係る高齢者施設における医療機関との連携につ

いて」の資料が出ております。高齢者施設等におけるコロナ患者に対する医療機関の確保

が全体の93％にまで広がっていると一番下に記載されております。連携体制は整ってきて

いると考えます。老健施設は、そもそも協力医療機関を行政に届出をしなければならない

ことになっていますし、医師も配置しておりますので、医師がいないグループホームやサ

高住におきまして、医療機関との連携が進んでいることは喜ばしいことであると考えます。 

 次に、資料２「業務継続に向けた取組の強化等」の13ページ「介護施設等の災害時情報

共有システム」についてです。このシステムは令和３年９月から稼働とのことですが、こ

れまで自然災害も数多く起こっておりますが、どの程度活用されているのでしょうか。ま

た、この情報により、支援がスムーズに行われているのかなと、ちょっと疑問に感じてお

ります。我々のような全国組織がある団体では、これまでも被災状況等を独自に収集し、

厚労省と共有してきた経緯がございます。現場の二度手間を防ぐためにも、ぜひこのシス

テムの情報が全国組織のある団体にもリアルタイムに共有できるようにしていただきたい

と思います。 

 次に、資料３「口腔・栄養」の９ページに、リハビリテーション・個別機能訓練、栄養
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管理、口腔に係る実施計画書（介護）の様式が示されております。資料３の56ページには、

その一体的計画書の使用状況が出ており、その使用の割合が低調であったと書いてござい

ます。この使用していない理由を見ますと、一番多いものが約半分、別の書式で運用して

いることになっています。私ども老健施設では、R4システムというケアマネジメントシス

テムを推奨しているわけですが、機能の高い老健施設ほど、これを使っていることも分か

っています。このR4システムの中には、既にリハ、栄養を含む多職種が連携を取ることに

なっておりまして、その中にある様式を使っている実態がございます。 

 このリハ・栄養・口腔を一体的に管理するということは重要ですけれども、国の示した

９ページの計画書を使うことが目的ではありません。どのような様式であっても、ケアマ

ネジメントの中でリハ・口腔・栄養等の多職種の連携が取れていることが求められるので

はないでしょうか。様式の使用率を調べるのではなく、実態として多職種で一体的な連携

が取れているかどうかを調べるべきではないかと考えます。 

 次に、資料４の18ページに「多床室の室料負担の経緯と現状」の資料が出ております。

多くの委員から意見が出ておりました。私からは、繰り返しの意見になるかもしれません

が、18ページの下の欄には、介護保険施設における介護保険法上の設置根拠の記載がござ

います。その中で、特養等については生活施設であるとされていますが、老健施設のみが

生活施設ではなく、在宅療養支援施設であると明示してございます。そもそも介護保険上

の原理原則の位置づけとして、生活施設ではないところから、室料負担すべきではないと

考えます。 

 私ども全老健では６月に調査を行いました。その結果を簡単に紹介させていただきます。

老健施設入所者のうち、老健施設に住所を移した入所者はわずか1.8％です。98％以上の入

所者は、現住所が自宅であり、帰るべき自宅を持ちながら入所しているのが現状でありま

す。また、老健施設入所者のうち、特養待機の方も一定程度いるとの指摘もございますが、

老健施設では、このような特養待機者に対しましても在宅復帰を促し、待機中であっても、

在宅と施設を往復するリピート利用をしながら在宅生活を維持しているという実態も見ら

れています。また、１年以上入所している方であっても、その後、在宅復帰されるケース

もあることが分かっています。 

 繰り返しになりますが、老健施設は生活施設ではなく、老健施設本来の在宅支援施設と

しての役割を果たしていることから、生活施設と同様に室料負担を求めるべきではないと

考えます。 

 最後に、資料５の28ページに「市区町村における事故情報の集計・分析・活用の状況」

の資料が出ております。単純集計をしているだけが59.3％、集計や分析は行っていないが

27.8％とございます。また、29ページには事故情報の活用状況が出ており、「市区町村か

らの支援は得ていない」という回答が59％、約６割となっています。つまり、現状のこの

事故情報の報告制度では、活用が十分にされていないということが分かります。 

 そこで私からは、17ページにあります報告対象を変更してはいかがかとの提案をさせて
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いただきます。 

 まず、マル１、死亡に至った事故、もちろんこれは今までどおり報告対象とすべきです。 

 しかし、マル２、医師の診断を受け、何らかの治療が必要になった事故につきましては、

例えば軽微なすり傷で、消毒のみの治療であっても報告の対象となってしまいます。２に

つきましては、医師の診断を受け、医師が重大事故と判断した者に変更すべきだと考えま

す。これであれば、介護現場の負担や行政の負担も軽くなり、集計・分析・活用も格段に

進むと考えます。 

 以上です。 

○田辺分科会長 ありがとうございました。 

 それでは、堀田委員、よろしくお願いします。 

○堀田委員 資料２と４と５について意見を申し上げたいと思います。 

 まず、資料２のBCPですけれども、今、こちらの老健局のほうでは、リスクごとのBCPを

できるだけ進めていこうという方向性にあると思いますけれども、医政局のほうでは、そ

れぞれの機関ごとにBCPをつくって、それを近い業種、同じような業種で連携する連携型。

さらに、保健・医療・福祉の地域BCPという方向性で、かつリスクごとではなく、オールハ

ザードのBCPを広げていこうといったモデル事業も進められているように伺っています。 

 介護だけではなくて、様々、この地域の関係機関も含めた形でBCPを備えていくというこ

とが欠かせなくなっていくと思いますので、今後推進していくときに、リスクごとなのか、

それともオールハザードなのか。そして、介護と医療のほうで進んでいることが若干縦割

り的になっていていいのかというところは、ぜひ見直していただく余地があるかなと思っ

ています。 

 それから、31ページに地域住民の参加を訓練の実施に当たって推進するためにというこ

とがございますけれども、何人かの委員の方々も御指摘くださいましたが、事業者別に各

事業者でこの住民参加の訓練をやっていくというのは、結構難しいことではないかなと思

います。例えば在宅医療・介護連携推進事業の中に何らか位置づけてしまうとか、そうい

ったことも検討の余地があるのではと思います。 

 また、訓練をやっていくに当たってのシミュレーションのキットなどを備えていくとい

ったことも助けになるのではないかと思います。 

 次は、資料４ですけれども、報酬体系の簡素化のところです。今回の資料で報酬体系の

簡素化の中では、専ら加算に関わることというのが資料として示されていると理解しまし

た。もちろん、加算について簡素化が図られていくということは賛成です。その上で、報

酬体系の簡素化ということについて言いますと、加算の整理というだけではなくて、事業

が本当に細かいものがたくさんできてきているということになると思いますので、これま

での何回かの会でも申し上げましたけれども、地域の中で限られた資源を生かして必要な

機能が柔軟に発揮できるという事業のモデルであったり、あるいは事業・法人間連携の在

り方とか、どうやって効率化していけるかといったことを、地域レベルできちんと見てい
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きながら簡素化につなげるということも欠かせないのではと思っています。 

 最後は、資料５、事故情報のところです。46ページに少し触れられていますけれども、

児童分野のことです。児童分野では、保育施設で死亡事故が多発したということをきっか

けとして、ひとまずはということですが、今回も話題にされているような、収集して分析

して活用するといったPDCAが回るようになってきていると伺っています。傷害予防の観点

からいきますと、このデータの活用というときには３つのＥ、エンバイロメント、環境の

改善。それから、エデュケーション、啓発とか教育。それから、エンフォースメント、法

整備とか安全基準づくりといった視点が重要であるということがよく知られています。 

 ですので、収集は活用の見通しが立っていないとなかなか進まないというときに、傷害

予防の専門家などのお知恵も借りながら、この３つのＥ、とりわけそこの人のせいという

ことではなくて、どのように環境を改善していくことができるかということに結びつける

ためには、状況の記述が重要で、現在のフォーマットだととても自由記述が多くなってい

て、なかなか負担が大きいということだと思いますので、どういった状況記述があると環

境改善につなげられるのかといった観点からの見直しも必要かなと思います。 

 以上です。 

○田辺分科会長 ありがとうございました。 

 それでは、新田参考人、よろしくお願いします。 

○新田参考人 本日は、大石知事が公務により参加できないため、長崎県福祉保健部長の

新田が参考人として出席させていただいております。 

 資料６について意見を申し上げます。地域区分の級地は市町村ごとに定められておりま

すが、この級地の変更は、介護報酬の増減により介護事業所の経営に影響を与えるだけで

はなく、各保険者が定める保険料や利用者負担、自治体の財政負担などにも大きな影響を

与えます。また、隣接する自治体間で級地が異なる場合には、介護人材の確保の面でも影

響が大きく、自治体間のバランスに十分配慮する必要がございます。 

 そのため、令和６年度改定における地域区分の級地の設定に当たっては、12ページの論

点にございますとおり、まずは、現行において経過措置を適用している自治体や、公平性

を欠く状況にあると考えられる自治体など、対象地域の意向をしっかりと御確認いただく

とともに、新たなルールの追加や経過措置の延長に当たっては、地域の意向を踏まえた慎

重な検討をお願いいたします。 

 以上でございます。 

○田辺分科会長 ありがとうございました。 

 それでは、江澤委員、よろしくお願いします。 

○江澤委員 ありがとうございます。 

 資料１、２、３、４について意見を申し上げたいと思います。 

 まず、資料１につきまして、新型コロナウイルス感染症は５類になったとはいえ、発熱、

呼吸器症状のみならず、まれに心筋炎を併発するなど、インフルエンザとは大きく異なる
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疾患であります。特に、エアロゾル感染による感染力の強さは、他に類を見ないものであ

って、施設内クラスターの規模も20人から40人ぐらいの感染者が珍しくなく、現在も猛威

を振るっております。したがいまして、現場職員の負担はこれまでと何ら変わっておらず、

引き続き、できる限りの支援をお願いしたいと思います。 

 また、前回の診療報酬改定で新設されました感染対策向上加算の連携施設に高齢者施設

を含め、一方で、次回の介護報酬改定では、医療機関と連携する高齢者施設を同様に評価

すべきと考えております。平時からの高齢者施設と医療機関の連携が重要であります。感

染した利用者への即時の医療提供、感染拡大防止のためのゾーニング等が、迅速に、確実

に実施できる体制を平素から構築しておくことが重要です。つきましては、感染症法改正

による、新たに設置される都道府県連携協議会においても、しっかりと議論していく必要

があると思います。 

 また、介護分野のコロナ関連の補助金として、地域医療介護総合確保基金をこれまで使

用してきたところですが、現在枯渇しておりますので、しっかりと財源確保を国において

はしていただきたいと思います。 

 続きまして、資料２につきまして、介護事業所におけるBCP策定の進捗の報告がありまし

たが、先ほど堀田委員も申されておりましたが、医療分野あるいは他分野、行政において

も同時に取り組まれておりますので、住民を含めた地域全体で取り組む、全分野が連携し

た地域におけるBCPを策定する視点が今後求められてくると思いますので、次回改定以降、

そういったものの検討をお願いしたいと思います。特に、介護事業所は住民の避難場所に

もなり得ることを申し上げたいと思います。 

 続きまして、資料３につきまして、リハビリテーション・機能訓練と、栄養と口腔の一

体的取組の推進はとても重要であります。リハビリテーション・機能訓練は、それなりに

普及している一方で、栄養については、管理栄養士は介護施設系には配置がある一方、居

宅サービスあるいは地域密着型サービス系では配置がなく、連携が重要となります。口腔

についても、介護施設の多くを含めて、在宅系サービスにおいて配置がなく、不在であり、

連携が不可欠であります。また、歯科医師の診察の後、歯科衛生士に指示が出ますので、

歯科医師の診察の担保も求められると思います。 

 現在、医療分野では、高齢者の入院でも最も多い誤嚥性肺炎をどの病棟で受け入れるべ

きかの議論がなされているところでございます。介護分野においては、誤嚥性肺炎の防止

についての議論をより活性化していく必要があると思います。退所時に口腔内の状態が良

好であっても、再入所時には口腔内のケアが行き届かず、変化している状況をしばしば経

験しております。診療所や病院の歯科医療機関と介護事業所とケアマネジャーとの連携体

制の構築が不可欠と考えます。 

 在宅歯科医が少ない地域であれば、診察につなげるためのプラン、あるいはニーズに応

じて歯科衛生士の居宅療養管理指導をプランに位置づけるかどうかの検討をすることを、

システム化することが方策となると思います。 
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 栄養については、余力のある医療機関や老健から管理栄養士を派遣していただき、居宅

療養管理指導の取組の活性化など、在宅支援サービスを支えていただくことも検討してい

く必要があると思います。 

 通所リハビリテーションや訪問リハビリテーションについては、有効性の示されている

リハビリテーションマネジメント加算の算定要件であるリハビリテーション会議に、管理

栄養士や歯科衛生士が参加する一体的な取組を推進していくべきとも考えております。 

 全体的には、医療・介護従事者が栄養・口腔への意識を高め、潜在的なニーズへの気づ

きも高めること、また、ケアマネジャーのケアプラン策定においても、リハビリテーショ

ン・栄養・口腔への意識を高めていただくようなプロセスを導入することも必要と思いま

す。今後、地域で管理栄養士や歯科衛生士がより一層活躍していただくことを期待してい

るところでございます。 

 最後に、資料４でございます。多床室の室料負担について、資料にもありますように、

平成17年10月に在宅と施設の利用者負担の公平性の観点から、食費・居住費の自己負担が

導入されたところであります。そのときの議論において、多床室には室料は存在しないと

され、光熱水費を居住費として負担設定した経緯があります。老健は在宅復帰並びに在宅

療養支援施設として、介護医療院は在宅では困難な医療ニーズに対応する長期療養施設と

して、平成17年当時の老健や当時の介護療養型医療施設と比べて、機能をより発揮し、今

では雲泥の差となっています。したがいまして、生活の場とは全く異なる場であることを

指摘したいと思います。本日も複数意見が出ておりましたように、プライバシーの配慮に

欠ける８平米への室料設定は、一般的に国民的にもコンセンサスは得られないものであり

ます。 

 また、先ほど委員からも御報告がありましたが、全老健や介護医療院協会の調査におい

ても、99％の利用者の現住所は施設以外の自宅等にありますので、負担という意味では二

重負担をしております。したがいまして、多床室の室料負担の考え方は、論ずる必要性の

全くないものと意見いたします。この件が繰り返し当分科会に出てくることにも違和感が

あるところでございます。 

 また、室料負担以前の問題として、補足給付を介護保険財源から捻出していることが、

介護保険制度の仕組みとしていかがなものであるかということは、大きな問題と捉えてい

ます。生活の場と言うのであれば、低所得者対策として、補足給付については介護保険財

源ではなく、一般財源から投入するのが我が国の社会保障の考え方としてはふさわしいも

のとも考えております。 

 以上でございます。 

○田辺分科会長 ありがとうございました。 

 ほか、いかがでございましょう。よろしゅうございますか。 

（首肯する委員あり） 

○田辺分科会長 それでは、事務局におかれましては、各委員からいただいた意見を十分
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に踏まえて、今後の介護報酬改定に向けた検討を行っていただきますようお願い申し上げ

る次第です。 

 大分時間が超過していますけれども、次に議題２「今後の新型コロナウイルス感染症の

退院患者受入に係る特例的な評価について」の議論を行います。 

 では、事務局のほうより資料の説明をお願いいたします。では、よろしくお願いします。 

○古元老人保健課長 それでは、資料７に基づきまして簡潔に御説明申し上げたいと思い

ます。 

 新型コロナウイルス感染症の対応といたしまして、資料７の１ページ目を御覧ください。

現在、感染症法上の位置づけ変更後の対応といたしまして、こちらの表のとおり、様々な

施策の継続を行っているところでございます。本日御協議いただきたいと思っております

のは、これの中の一番下、退院患者受入促進についてでございます。こちらが、いわゆる

介護報酬上の特例として位置づけられてございますので、こちらの分科会にて御協議いた

だきたいという趣旨でございます。 

 ２ページ目が、この特例の詳細になります。 

 そして、３ページ目が、この特例の算定状況になります。御覧いただきますと、2021年、

22年、特に2021年の頃は算定人数も少のうございましたが、経時的に増加している。また、

流行の波に少し遅れたタイミングで退所前連携加算が算定されているといった状況でござ

いまして、これが算定の実績でございます。 

 ここで、４ページ目、概要及び考え方でございます。 

 この特例的な評価につきましては、令和３年２月から実施してまいりました。 

 ２つ目の○でございますが、当初設定いたしました令和３年２月の状況と比較いたしま

すと、以下のとおり、退院時における利用者の方の状態悪化の程度が比較的低くなってい

ると考えられます。 

 これを踏まえまして、令和５年10月以降の取扱いについては、次項のとおり、見直しを

行ってはどうか。 

 また、令和６年４月以降の取扱いについては、引き続き、こちらの分科会において議論

することとしてどうかといった御提案でございます。 

 具体的には、５ページ目にございますとおり、介護保険施設で、新型コロナウイルス感

染症の退院患者を受け入れた場合に算定できる退所前連携加算につきまして、算定可能日

数を30日から14日とする取扱いとしてはどうかということでございます。 

 御意見等ございましたら、いただけますと幸いでございます。よろしくお願いいたしま

す。 

○田辺分科会長 御説明ありがとうございました。 

 この説明のありました事項に関しまして、御意見、それから御質問等ございましたら、

よろしくお願いいたします。算定可能日数を30から14日に短縮するという案でございます

けれども、それでは、伊藤委員、よろしくお願いします。 
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○伊藤委員 ありがとうございます。 

 評価案が４ページに示されておりまして、２つ目の○にございますように、退院時にお

ける状態悪化の程度が比較的低くなっているという状況が示されてございます。利用者へ

の影響がこういった状況であるのであれば、実態に合わせて見直すということに対して、

特段の異論はございません。 

 ただ、当面継続となっております、その他の扱い、措置もございますので、医療保険の

対応状況あるいは実態等を踏まえながら、今後の取扱いの見通しや方向性、発動基準や終

了基準等のルールの見直しも含めまして、早期に検討いただければと思ってございます。 

 以上です。 

○田辺分科会長 ありがとうございました。 

 ほか、いかがでございましょう。よろしゅうございますでしょうか。 

 それでは、この議題２に関しましては、本日提示させていただいた内容で進めさせてい

ただくということにしてよろしゅうございますでしょうか。 

（首肯する委員あり） 

○田辺分科会長 ありがとうございました。 

 それでは、本日の審議はここまでにしたいと存じます。 

 最後に、次回の分科会の日程等について、事務局のほうより説明をお願いいたします。 

○奥山総括調整官 事務局でございます。 

 ６月から、本分科会で７回にわたり、各サービスと分野横断的なテーマに関して議論さ

せていただきました。 

 次回からは、２回にわたって事業者団体等からのヒアリングを予定しております。第225

回は９月27日の15時から、第226回は10月２日の14時からの開催を予定しております。 

 以上でございます。 

○田辺分科会長 ありがとうございました。 

 かなり時間を超過してしまいました。その点、お詫び申し上げます。 

 それでは、本日は、これで閉会といたします。お忙しいところ、御参集いただきまして、

ありがとうございました。 

 それでは、散会いたします。 


